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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】データ品質分析の向上を図る方法、非一時的コ
ンピュータ可読媒体及び計算システムを提供する。
【解決手段】方法は、データセットを分析することであ
って、データセットのフィールドについての基準プロフ
ァイルを決定することと、決定した基準プロファイルに
基づいて、データセットのフィールドについてのデータ
品質規則を決定することと、を含む。データセットのフ
ィールドについてのデータ品質規則は、フィールドにつ
いての基準プロファイルと、データセットの一つ以上の
データ記録のフィールドについてのプロファイルとの間
の許容偏差、データセットのデータ記録のフィールドの
データ要素についての許容値又はデータセットのデータ
記録のフィールドのデータ要素についての禁止値、の一
つ以上を示す。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ処理システムによって生成される出力データセットを示す情報を受信することと
、
　前記出力データセットに関係するデータ系列情報に基づき、前記出力データセットが依
拠する１つ又は複数のアップストリームデータセットを識別することと、
　前記出力データセットが依拠する前記識別された１つ又は複数のアップストリームデー
タセットの１つ又は複数を分析することであって、前記１つ又は複数のアップストリーム
データセットのうちの特定のアップストリームデータセットごとに、
　　（ｉ）前記特定のアップストリームデータセットのプロファイルと前記特定のアップ
ストリームデータセットに関する基準プロファイルとの間の許容偏差を示す第１の規則、
及び
　　（ｉｉ）前記特定のアップストリームデータセット内の１つ又は複数のデータ要素の
それぞれに関する１つ又は複数の許容値又は禁止値を示す第２の規則
　のうちの１つ又は複数を適用し、前記１つ又は複数の規則を適用した結果に基づき、前
記アップストリームデータセットの１つ又は複数を選択すること、
　を含む、分析することと、
　前記選択された１つ又は複数のアップストリームデータセットに関連する情報を出力す
ることと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記第１の規則及び前記第２の規則の１つ又は複数が自動で生成される、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記第１の規則が、前記特定のアップストリームデータセットの履歴プロファイルの自
動分析に基づいて自動で生成される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記基準プロファイルが、前記特定のアップストリームデータセットに関する履歴平均
プロファイルに基づく、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の規則が、前記特定のアップストリームデータセット内の前記１つ又は複数の
データ要素に関する履歴値の自動分析に基づいて自動で生成される、請求項２に記載の方
法。
【請求項６】
　前記許容値又は禁止値が前記自動分析に基づいて決定される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の規則及び前記第２の規則の１つ又は複数がユーザによって指定される、請求
項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の規則及び前記第２の規則の１つ又は複数の指定を、ユーザインタフェースを
通して受信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　データ系列情報が、前記出力データセットが依拠する１つ又は複数のデータセット、前
記出力データセットに依拠する１つ又は複数のデータセット、又はその両方を示す、請求
項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記データセットの部分集合を識別するために前記１つ又は複数のデータセットのそれ
ぞれを分析することが、前記１つ又は複数のデータセットの何れが誤り又は起こり得る誤
りを有するかを判定することを含み、
　前記方法が、前記部分集合に関して誤り又は起こり得る誤りを有する前記データセット



(3) JP 2020-161147 A 2020.10.1

10

20

30

40

50

を選択することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記データセットの部分集合を識別するために前記１つ又は複数のデータセットのそれ
ぞれを分析することが、特定のデータセットであって、前記特定のデータセットの前記プ
ロファイルと前記特定のデータセットに関する前記基準プロファイルとの間の偏差が、前
記対応する第１の規則によって示される前記許容偏差を上回る、特定のデータセットを識
別することを含み、
　前記方法が、前記部分集合のために前記特定のデータセットを選択することを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記データセットの部分集合を識別するために前記１つ又は複数のデータセットのそれ
ぞれを分析することが、前記対応する第２の規則によって示される前記許容値又は禁止値
を満たさない値を有するデータ要素を有する特定のデータセットを識別することを含み、
　前記方法が、前記部分集合のために前記特定のデータセットを選択することを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記出力データセット内のデータ要素を識別することを含み、前記出力データセットが
依拠する前記１つ又は複数のデータセットを識別することが、前記出力データセット内の
前記識別されたデータ要素に影響を及ぼすデータセットを識別することを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記出力データセット内のデータ要素を識別することが、誤り又は起こり得る誤りを有
するデータ要素を識別することを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記アップストリームデータセットの１つ又は複数のプロファイルを生成することを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　特定のデータセットのプロファイルを生成することが、前記特定のデータセットの新バ
ージョンが受信されるときに前記特定のデータセットの新規プロファイルを生成すること
を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　特定のデータセットに関する前記基準プロファイルが、前記特定のデータセットの１つ
又は複数の過去のプロファイルから導出される、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記データセットの部分集合に関連する情報を出力することが、前記部分集合の前記デ
ータセットのそれぞれの識別子を出力することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記データセットの部分集合に関連する情報を出力することが、前記部分集合の前記デ
ータセットのそれぞれに関連する誤り又は起こり得る誤りの標識を出力することを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記データ処理システムの表現をユーザインタフェース上で表示することを含み、前記
データセットの部分集合に関連する情報を出力することが、前記データセットの部分集合
の特定のデータセットの表現の近くに前記部分集合の前記特定のデータセットに関連する
情報を表示することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記部分集合の前記特定のデータセットに関連する前記表示された情報が、前記特定の
データセットの前記プロファイルと前記特定のデータセットに関する前記基準プロファイ
ルとの間の偏差を示す値を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
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　前記部分集合の前記特定のデータセットに関連する前記表示された情報が、前記対応す
る第２の規則によって示される前記許容値又は禁止値を満たさない前記特定のデータセッ
ト内のデータ要素の数を表す値を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記データセットの部分集合に関する情報を示す情報バブル又はポップアップウィンド
ウを表示することを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　ユーザが規則を追加するか、規則を修正するか、又は規則を除去することを可能にする
ためのユーザインタフェースを提供することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記データセットが１つ又は複数のソースデータセット及び１つ又は複数の基準データ
セットを含み、前記ソースデータセットが、前記データ処理システムによって処理される
データ要素を含み、前記基準データセットが、前記ソースデータセット内の前記データ要
素を処理する際に前記データ処理システムによって参照される基準値を含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項２６】
　前記基準データセットが、前記データ処理システムに関連する企業体に関連するデータ
を含み、及び前記ソースデータセットが、前記企業体の顧客に関連するデータを含む、請
求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記データ処理システムが変換要素を含み、及び前記方法が、前記出力データセットに
影響を及ぼす１つ又は複数の変換要素を前記データ系列情報に基づいて識別することを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記変換要素の何れの１つ又は複数が誤り又は起こり得る誤りを有するかを判定するこ
とを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　特定のデータ処理要素が誤り又は起こり得る誤りを有するかどうかを、前記特定の変換
要素に関連する実装日に基づいて判定することを含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　データ処理システムによって生成される出力データセットを示す情報を受信することと
、
　前記出力データセットに関係するデータ系列情報に基づき、前記出力データセットが依
拠する１つ又は複数のアップストリームデータセットを識別することと、
　前記出力データセットが依拠する前記識別された１つ又は複数のアップストリームデー
タセットの１つ又は複数を分析することであって、前記１つ又は複数のアップストリーム
データセットのうちの特定のアップストリームデータセットごとに、
　　（ｉ）前記特定のアップストリームデータセットのプロファイルと前記特定のアップ
ストリームデータセットに関する基準プロファイルとの間の許容偏差を示す第１の規則、
及び
　　（ｉｉ）前記特定のアップストリームデータセット内の１つ又は複数のデータ要素の
それぞれに関する１つ又は複数の許容値又は禁止値を示す第２の規則
　のうちの１つ又は複数を適用し、前記１つ又は複数の規則を適用した結果に基づき、前
記アップストリームデータセットの１つ又は複数を選択すること、
　を含む、分析することと、
　前記選択された１つ又は複数のアップストリームデータセットに関連する情報を出力す
ることと、
　を計算システムに行わせるための命令を記憶する、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３１】
　メモリに結合されるプロセッサを含む計算システムであって、前記プロセッサ及びメモ
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リは、
　データ処理システムによって生成される出力データセットを示す情報を受信することと
、
　前記出力データセットに関係するデータ系列情報に基づき、前記出力データセットが依
拠する１つ又は複数のアップストリームデータセットを識別することと、
　前記出力データセットが依拠する前記識別された１つ又は複数のアップストリームデー
タセットの１つ又は複数を分析することであって、前記１つ又は複数のアップストリーム
データセットのうちの特定のアップストリームデータセットごとに、
　　（ｉ）前記特定のアップストリームデータセットのプロファイルと前記特定のアップ
ストリームデータセットに関する基準プロファイルとの間の許容偏差を示す第１の規則、
及び
　　（ｉｉ）前記特定のアップストリームデータセット内の１つ又は複数のデータ要素の
それぞれに関する１つ又は複数の許容値又は禁止値を示す第２の規則
　のうちの１つ又は複数を適用し、前記１つ又は複数の規則を適用した結果に基づき、前
記アップストリームデータセットの１つ又は複数を選択すること、
　を含む、分析することと、
　前記選択された１つ又は複数のアップストリームデータセットに関連する情報を出力す
ることと、
　を行うように構成される、計算システム。
【請求項３２】
　データ処理システムによって生成される出力データセットを示す情報を受信するための
手段と、
　前記出力データセットに関係するデータ系列情報に基づき、前記出力データセットが依
拠する１つ又は複数のアップストリームデータセットを識別するための手段と、
　前記出力データセットが依拠する前記識別された１つ又は複数のアップストリームデー
タセットの１つ又は複数を分析するための手段であって、前記分析することが、前記１つ
又は複数のアップストリームデータセットのうちの特定のアップストリームデータセット
ごとに、
　　（ｉ）前記特定のアップストリームデータセットのプロファイルと前記特定のアップ
ストリームデータセットに関する基準プロファイルとの間の許容偏差を示す第１の規則、
及び
　　（ｉｉ）前記特定のアップストリームデータセット内の１つ又は複数のデータ要素の
それぞれに関する１つ又は複数の許容値又は禁止値を示す第２の規則
のうちの１つ又は複数を適用し、前記１つ又は複数の規則を適用した結果に基づき、前記
アップストリームデータセットの１つ又は複数を選択すること、
　を含む、手段と、
　前記選択された１つ又は複数のアップストリームデータセットに関連する情報を出力す
るための手段と、
　を含む、計算システム。
【請求項３３】
　データ処理システムのダウンストリームデータセットのデータ要素内の誤り又は起こり
得る誤りを識別すると、前記ダウンストリームデータセットに関係するデータ系列情報に
基づき、前記データ要素に影響を及ぼす１つ又は複数のアップストリームデータセットを
自動で識別することと、
　前記識別されたアップストリームデータセットのそれぞれの現在のプロファイル及び基
準プロファイルを分析することを含む、前記アップストリームデータセットの何れが誤り
又は起こり得る誤りを有するかを判定することと、
　誤りを有するか又は誤りを有する可能性が高いと判定される前記アップストリームデー
タセットのそれぞれに関連する情報を出力することと、
を含む、方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
背景
　本明細書は、データ品質分析に関する。データセットのデータ品質は、データセット内
のデータ記録が誤りを有するかどうかの指標である。多くの場合、データセットの処理中
に誤りが生じる場合、そのデータセットのデータ品質は低い。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
要約
　一般的な態様では、方法は、データ処理システムによって生成される出力データセット
を示す情報を受信することと、出力データセットに関係するデータ系列情報に基づき、出
力データセットが依拠する１つ又は複数のアップストリームデータセットを識別すること
と、出力データセットが依拠する識別された１つ又は複数のアップストリームデータセッ
トの１つ又は複数を分析することとを含む。分析することは、１つ又は複数のアップスト
リームデータセットのうちの特定のアップストリームデータセットごとに、（ｉ）特定の
アップストリームデータセットのプロファイルと特定のアップストリームデータセットに
関する基準プロファイルとの間の許容偏差を示す第１の規則、及び（ｉｉ）特定のアップ
ストリームデータセット内の１つ又は複数のデータ要素のそれぞれに関する１つ又は複数
の許容値又は禁止値を示す第２の規則のうちの１つ又は複数を適用し、且つ１つ又は複数
の規則を適用した結果に基づき、アップストリームデータセットの１つ又は複数を選択す
ることを含む。この方法は、選択された１つ又は複数のアップストリームデータセットに
関連する情報を出力することを含む。
【０００３】
　実施形態は、以下の特徴の１つ又は複数を含み得る。
【０００４】
　第１の規則及び第２の規則の１つ又は複数が自動で生成される。第１の規則は、特定の
アップストリームデータセットの履歴プロファイルの自動分析に基づいて自動で生成され
る。基準プロファイルは、特定のアップストリームデータセットに関する履歴平均プロフ
ァイルに基づく。第２の規則は、特定のアップストリームデータセット内の１つ又は複数
のデータ要素に関する履歴値の自動分析に基づいて自動で生成される。許容値又は禁止値
は自動分析に基づいて決定される。
【０００５】
　第１の規則及び第２の規則の１つ又は複数がユーザによって指定される。
【０００６】
　この方法は、第１の規則及び第２の規則の１つ又は複数の指定を、ユーザインタフェー
スを通して受信することを含む。
【０００７】
　データ系列情報は、出力データセットが依拠する１つ又は複数のデータセット、出力デ
ータセットに依拠する１つ又は複数のデータセット、又はその両方を示す。
【０００８】
　データセットの部分集合を識別するために１つ又は複数のデータセットのそれぞれを分
析することは、１つ又は複数のデータセットの何れが誤り又は起こり得る誤りを有するか
を判定することを含み、この方法は、部分集合に関して誤り又は起こり得る誤りを有する
データセットを選択することを含む。
【０００９】
　データセットの部分集合を識別するために１つ又は複数のデータセットのそれぞれを分
析することは、特定のデータセットであって、特定のデータセットのプロファイルと特定
のデータセットに関する基準プロファイルとの間の偏差が、対応する第１の規則によって
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示される許容偏差を上回る、特定のデータセットを識別することを含み、この方法は、部
分集合のために特定のデータセットを選択することを含む。
【００１０】
　データセットの部分集合を識別するために１つ又は複数のデータセットのそれぞれを分
析することは、対応する第２の規則によって示される許容値又は禁止値を満たさない値を
有するデータ要素を有する特定のデータセットを識別することを含み、この方法は、部分
集合のために特定のデータセットを選択することを含む。
【００１１】
　この方法は、出力データセット内のデータ要素を識別することを含み、出力データセッ
トが依拠する１つ又は複数のデータセットを識別することは、出力データセット内の識別
されたデータ要素に影響を及ぼすデータセットを識別することを含む。出力データセット
内のデータ要素を識別することは、誤り又は起こり得る誤りを有するデータ要素を識別す
ることを含む。
【００１２】
　この方法は、アップストリームデータセットの１つ又は複数のプロファイルを生成する
ことを含む。特定のデータセットのプロファイルを生成することは、特定のデータセット
の新バージョンが受信されるときに特定のデータセットの新規プロファイルを生成するこ
とを含む。
【００１３】
　特定のデータセットに関する基準プロファイルは、特定のデータセットの１つ又は複数
の過去のプロファイルから導出される。
【００１４】
　データセットの部分集合に関連する情報を出力することは、部分集合のデータセットの
それぞれの識別子を出力することを含む。
【００１５】
　データセットの部分集合に関連する情報を出力することは、部分集合のデータセットの
それぞれに関連する誤り又は起こり得る誤りの標識を出力することを含む。
【００１６】
　この方法は、データ処理システムの表現をユーザインタフェース上で表示することを含
み、データセットの部分集合に関連する情報を出力することは、データセットの部分集合
の特定のデータセットの表現の近くに部分集合の特定のデータセットに関連する情報を表
示することを含む。部分集合の特定のデータセットに関連する表示された情報は、特定の
データセットのプロファイルと特定のデータセットに関する基準プロファイルとの間の偏
差を示す値を含む。部分集合の特定のデータセットに関連する表示された情報は、対応す
る第２の規則によって示される許容値又は禁止値を満たさない特定のデータセット内のデ
ータ要素の数を表す値を含む。この方法は、データセットの部分集合に関する情報を示す
情報バブル又はポップアップウィンドウを表示することを含む。
【００１７】
　この方法は、ユーザが規則を追加するか、規則を修正するか、又は規則を除去すること
を可能にするためのユーザインタフェースを提供することを含む。
【００１８】
　データセットは１つ又は複数のソースデータセット及び１つ又は複数の基準データセッ
トを含み、ソースデータセットは、データ処理システムによって処理されるデータ要素を
含み、基準データセットは、ソースデータセット内のデータ要素を処理する際にデータ処
理システムによって参照される基準値を含む。基準データセットは、データ処理システム
に関連する企業体に関連するデータを含み、及びソースデータセットは、企業体の顧客に
関連するデータを含む。
【００１９】
　データ処理システムは変換要素を含み、及びこの方法は、出力データセットに影響を及
ぼす１つ又は複数の変換要素をデータ系列情報に基づいて識別することを含む。この方法
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は、変換要素の何れの１つ又は複数が誤り又は起こり得る誤りを有するかを判定すること
を含む。この方法は、特定のデータ処理要素が誤り又は起こり得る誤りを有するかどうか
を、特定の変換要素に関連する実装日に基づいて判定することを含む。
【００２０】
　一般的な態様では、非一時的コンピュータ可読媒体は、データ処理システムによって生
成される出力データセットを示す情報を受信することと、出力データセットに関係するデ
ータ系列情報に基づき、出力データセットが依拠する１つ又は複数のアップストリームデ
ータセットを識別することと、出力データセットが依拠する識別された１つ又は複数のア
ップストリームデータセットの１つ又は複数を分析することとを計算システムに行わせる
ための命令を記憶する。分析することは、１つ又は複数のアップストリームデータセット
のうちの特定のアップストリームデータセットごとに、（ｉ）特定のアップストリームデ
ータセットのプロファイルと特定のアップストリームデータセットに関する基準プロファ
イルとの間の許容偏差を示す第１の規則、及び（ｉｉ）特定のアップストリームデータセ
ット内の１つ又は複数のデータ要素のそれぞれに関する１つ又は複数の許容値又は禁止値
を示す第２の規則のうちの１つ又は複数を適用し、且つ１つ又は複数の規則を適用した結
果に基づき、アップストリームデータセットの１つ又は複数を選択することを含む。命令
は、選択された１つ又は複数のアップストリームデータセットに関連する情報を計算シス
テムに出力させる。
【００２１】
　一般的な態様では、計算システムは、メモリに結合されるプロセッサを含む。プロセッ
サ及びメモリは、データ処理システムによって生成される出力データセットを示す情報を
受信することと、出力データセットに関係するデータ系列情報に基づき、出力データセッ
トが依拠する１つ又は複数のアップストリームデータセットを識別することと、出力デー
タセットが依拠する識別された１つ又は複数のアップストリームデータセットの１つ又は
複数を分析することとを行うように構成される。分析することは、１つ又は複数のアップ
ストリームデータセットのうちの特定のアップストリームデータセットごとに、（ｉ）特
定のアップストリームデータセットのプロファイルと特定のアップストリームデータセッ
トに関する基準プロファイルとの間の許容偏差を示す第１の規則、及び（ｉｉ）特定のア
ップストリームデータセット内の１つ又は複数のデータ要素のそれぞれに関する１つ又は
複数の許容値又は禁止値を示す第２の規則のうちの１つ又は複数を適用し、且つ１つ又は
複数の規則を適用した結果に基づき、アップストリームデータセットの１つ又は複数を選
択することを含む。プロセッサ及びメモリは、選択された１つ又は複数のアップストリー
ムデータセットに関連する情報を出力するように構成される。
【００２２】
　一般的な態様では、計算システムは、データ処理システムによって生成される出力デー
タセットを示す情報を受信するための手段と、出力データセットに関係するデータ系列情
報に基づき、出力データセットが依拠する１つ又は複数のアップストリームデータセット
を識別するための手段と、出力データセットが依拠する識別された１つ又は複数のアップ
ストリームデータセットの１つ又は複数を分析するための手段とを含む。分析することは
、１つ又は複数のアップストリームデータセットのうちの特定のアップストリームデータ
セットごとに、（ｉ）特定のアップストリームデータセットのプロファイルと特定のアッ
プストリームデータセットに関する基準プロファイルとの間の許容偏差を示す第１の規則
、及び（ｉｉ）特定のアップストリームデータセット内の１つ又は複数のデータ要素のそ
れぞれに関する１つ又は複数の許容値又は禁止値を示す第２の規則のうちの１つ又は複数
を適用し、且つ１つ又は複数の規則を適用した結果に基づき、アップストリームデータセ
ットの１つ又は複数を選択することを含む。この計算システムは、選択された１つ又は複
数のアップストリームデータセットに関連する情報を出力するための手段を含む。
【００２３】
　一般的な態様では、方法は、データ処理システムのダウンストリームデータセットのデ
ータ要素内の誤り又は起こり得る誤りを識別すると、ダウンストリームデータセットに関
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係するデータ系列情報に基づき、データ要素に影響を及ぼす１つ又は複数のアップストリ
ームデータセットを自動で識別することと、識別されたアップストリームデータセットの
それぞれの現在のプロファイル及び基準プロファイルを分析することを含む、アップスト
リームデータセットの何れが誤り又は起こり得る誤りを有するかを判定することと、誤り
を有するか又は誤りを有する可能性が高いと判定されるアップストリームデータセットの
それぞれに関連する情報を出力することとを含む。
【００２４】
　態様は以下の利点の１つ又は複数を含み得る。
【００２５】
　本明細書に記載の手法は、データ分析官又はアプリケーション開発者等のユーザがデー
タ品質問題の根本的原因を迅速に識別することを補助し得る。例えば、データ処理システ
ム内の基準データは頻繁に更新されるが、必ずしも導入前に完全に検査されない可能性が
ある。基準データ内の誤りは、基準データを使用して処理されるダウンストリームデータ
内のデータ品質問題を引き起こし得る。ダウンストリームデータセット内のデータ品質問
題の根本的原因を分析することは、ダウンストリームデータセットのデータ品質に影響を
及ぼしている可能性があるデータ品質問題を有する基準データ又は他のアップストリーム
データを識別するのを補助し得る。潜在的なデータ品質問題をユーザに通知することは、
ユーザがデータ処理をプロアクティブに管理することを補助し得る。
【００２６】
　本発明の他の特徴及び利点が以下の説明及び特許請求の範囲から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】データ系列図である。
【図２】データ系列図である。
【図３Ａ】データ系列図である。
【図３Ｂ】データ系列図である。
【図４】ユーザインタフェースの図である。
【図５】システム図である。
【図６】ユーザインタフェースの図である。
【図７】データ処理システムの図である。
【図８Ａ】データ処理システムの図である。
【図８Ｂ】データ処理システムの図である。
【図８Ｃ】記録の一例である。
【図９Ａ】データ処理システムの図である。
【図９Ｂ】データ処理システムの図である。
【図１０Ａ】データ処理システムの図である。
【図１０Ｂ】記録の一例である。
【図１１】フローチャートである。
【図１２】フローチャートである。
【図１３】フローチャートである。
【図１４】フローチャートである。
【図１５】フローチャートである。
【図１６】システム図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
説明
　データ系列の分析に基づいてデータ品質問題の根本的原因を識別するための手法をここ
で説明する。データ品質問題がダウンストリームデータセット内で識別される場合、ダウ
ンストリームデータセットの導出元であるアップストリームデータセット及びアップスト
リーム変換要素（アップストリームデータ系列要素と呼ばれる場合もある）が識別される
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。ダウンストリームデータセット内のデータ品質問題に寄与したデータ品質問題をそれ自
体が有し得るアップストリームデータ系列要素の１つ又は複数を識別するために、各アッ
プストリームデータ系列要素の品質が評価される。一部の例では、データセットがデータ
品質問題を有するかどうかを判定するために、各アップストリームデータセットを特徴付
けるプロファイルがそのデータセットに関する履歴平均プロファイル等の基準プロファイ
ルと比較される。一部の例では、データセットがデータ品質問題を有するかどうかを判定
するために、アップストリームデータセットのフィールド内の値がそのフィールドに関す
る１つ又は複数の許容値又は禁止値と比較される。
【００２９】
　データ系列とは、データ処理システムによって処理されるデータ記録のライフサイクル
を記述する情報である。所与のデータセットのためのデータ系列情報は、所与のデータセ
ットが依拠する１つ又は複数のアップストリームデータセットの識別子、所与のデータセ
ットに依拠する１つ又は複数のダウンストリームデータセット、及びデータを処理して所
与のデータセットを生成する１つ又は複数の変換を含む。アップストリームデータセット
に依拠するダウンストリームデータセットとは、データ処理システムによるアップストリ
ームデータセットの処理がダウンストリームデータセットの生成を直接又は間接的にもた
らすことを意味する。生成されるダウンストリームデータセットは、データ処理システム
から出力されるデータセット（出力データセットと呼ばれる場合もある）とすることがで
き、又はデータ処理システムによって更に処理されるデータセット（中間データセットと
呼ばれる場合もある）とすることができる。アップストリームデータセットは、データ処
理システム内に入力されるデータセット（入力データセット又は基準データセットと呼ば
れる場合もある）、又はデータ処理システムによって既に処理されているデータセット（
中間データセットと呼ばれる場合もある）とすることができる。変換とは、データシンク
に与えられるダウンストリームデータセットをもたらすためにアップストリームデータセ
ットに適用されるデータ処理操作である。データ系列図は、データ処理システム内のデー
タ系列要素のグラフィカル表現である。
【００３０】
　図１は、データ処理システムによって生成される出力データ１１０に関するデータ系列
図１００の一例である。図１の例では、データ処理システムがソースデータ１０２、１０
４の２つのセットを受信する。ソースデータは、例えば計算システム内のデータを記憶す
るための単層ファイル等のファイル、リレーショナルデータベース若しくはオブジェクト
データベース等のデータベース、待ち行列若しくは別のリポジトリ内に記憶されるデータ
記録、又はそれらから受信されるデータ記録とすることができる。例えば、ソースデータ
１０２は、ファイル「US_feed.dat」内に記憶された米国内でのクレジットカード取引の
データ記録とすることができる。各データ記録は、記録構造内で定められる属性又はデー
タベーステーブル内のカラム等、１つ又は複数のフィールドのそれぞれのための値を含む
ことができる。ソースデータ１０２、１０４はバッチ単位で受信され処理され得る（例え
ば、毎時、毎日、毎週、毎月、毎四半期、毎年、又は別の間隔で処理されるファイル又は
データベースからのデータ）。ソースデータ１０２、１０４はストリームとして受信され
、継続的に処理されてもよく、例えば待ち行列によってバッファされ、データが入手可能
であり且つシステム資源が許すときに処理され得る。
【００３１】
　ソースデータ１０２は変換要素１０６によって処理され、変換要素１０６は、例えばソ
ースデータ１０２を何らかの方法で変えるためにソースデータ１０２に作用する。変換要
素は、仮想マシン内で実行されるjavaプログラム、実行ファイル、データフローグラフ、
別の種類の実行可能プログラム等、データを操作可能な実行可能プログラムとすることが
できる。例えば、変換要素１０６は「TransformA.exe」と名付けられた実行ファイルであ
り得る。ある具体例では、変換要素１０６が、正しくないフォーマットを有するデータ記
録等、ソースデータ１０２から不所望のデータ記録をフィルタで除去するフィルタコンポ
ーネントであり得る。変換要素１０６は、基準データ１２０を考慮してソースデータ１０
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２を処理して中間データ１１２をもたらす。基準データは、変換要素がデータを処理する
ことを可能にするために変換要素によって使用されるデータである。例えば、マッピング
操作を可能にする基準データは、処理されているデータ内の１つ又は複数のフィールド内
の値に対応する値を有する１つ又は複数のフィールドを含む。中間データ１１２は、計算
システム内のデータを記憶するためのファイル、データベース、待ち行列、又は別のリポ
ジトリ内に記憶され得る。
【００３２】
　変換要素１０８は、基準データ１２２を考慮してソースデータ１０４のセットを処理し
て中間データ１１４をもたらす。中間データ１１４は、計算システム内のデータを記憶す
るためのファイル、データベース、待ち行列、又は別のリポジトリ内に記憶され得る。
【００３３】
　中間データ１１２、１１４は、基準データ１１８を使用する変換要素１１６によって一
緒に処理される。一例では、変換要素１１６がマッピング操作であり、基準データ１１８
が州の値及び対応する地域の値を示すデータ記録を含む。中間データ１１２、１１４が変
換要素１１６によって処理されるとき、中間データ１１２、１１４内の各データ記録内の
州フィールド内の値が基準データ１１８内で示される対応する地域にマップされる。一例
では、基準データ１１８が、法人企業体、対応する部門識別子、経営者名、及び位置を示
すビジネスデータを含む。中間データ１１２、１１４が変換要素１１６によって処理され
るとき、基準データセットによって可能にされるマッピングに基づいて各データ記録が法
人企業体に割り振られる。基準データ１１８は複数のデータセットを処理するために使用
することができ、処理によって変更されない。基準データ１１８はユーザによって周期的
に又は必要に応じて更新され得る。
【００３４】
　変換要素１１６は、計算システム内のデータを記憶するためのファイル、データベース
、待ち行列、又は別のリポジトリ内に記憶される出力データ１１０を出力する。出力デー
タ１１０は、例えば同じデータ処理システム内の若しくは異なるデータ処理システム内の
他の変換要素によって更に処理されてもよく、又は将来分析するために記憶され得る。
【００３５】
　図１の例では、単一のデータ処理システム内のデータ系列要素に関して出力データ１１
０のデータ系列が図示されている。一部の例では、複数のデータ処理システムによってデ
ータセットのデータ系列を追跡することができる。例えば、出力データＸをもたらすため
にソースデータが第１のデータ処理システムによって最初に処理され得る。第２のデータ
処理システムが、第１のデータ処理システムからの出力データＸを読み取り、出力データ
Ｘを処理して出力データＹを生成する。出力データＹは第３のデータ処理システムによっ
て処理され、出力データＺが生成される。出力データＺのデータ系列は、最初のソースデ
ータ、３つのデータ処理システムのそれぞれに含まれる変換、及び３つのデータ処理シス
テムの何れかによる処理中に使用される任意の基準データを含む。
【００３６】
　一部の例では、目標要素２０６Ａのための終端間データ系列図２００Ａの例で図示され
ているような、より複雑なデータ処理システムによって出力データが生成され得る。デー
タ系列図２００Ａでは、データ要素２０２Ａと変換要素２０４Ａとの間のつながりが図示
されている。データ要素２０２Ａはデータセット、データセット内のテーブル、テーブル
内のカラム、ファイル内のフィールド、又は他のデータを表し得る。変換要素の一例は、
データ要素の単一出力がどのように作り出されるかを記述する実行ファイルの要素である
。図２のデータ処理システム内で目標要素２０６Ａ内の（又は別のデータ要素２０２Ａ内
の）潜在的なデータ品質問題の根本的原因を追跡することができる。図２の更なる説明は
、参照によりその全内容を本明細書に援用する米国特許出願公開第２０１０／０１３８４
３１号に見出すことができる。
【００３７】
　図１又は図２のデータ系列図等のデータ系列図内で示されている情報は、何れのアップ
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ストリームデータソース、データシンク、又は変換がダウンストリームデータに影響を及
ぼすかを示す。例えば、図１のデータ系列図１００は、出力データ１１０がソースデータ
１０２、１０４、基準データ１１８、１２０、１２２、及び変換要素１０６、１０８、１
１６の影響を受けていることを明らかにする。
【００３８】
　ダウンストリームデータセット（出力データ１１０等）の系列を理解することは、ダウ
ンストリームデータ内で生じ得るデータ品質問題の根本的原因を識別する際に有用であり
得る。データ品質問題の根本的原因とは、ダウンストリームデータ内のデータ品質問題の
少なくとも部分的な原因であるアップストリームのシステム、操作、又はデータセットの
識別を意味する。出力データ１１０等におけるダウンストリームデータセット内のデータ
品質問題の原因は、低品質のソースデータ、低品質の基準データ、出力データ１１０のセ
ットのアップストリーム系列内の変換要素内の誤り、又はそれらのうちの何れか２つ以上
の組合せであり得る。データ系列要素の品質又は状態を追跡することは、低品質の出力デ
ータのあり得る根本的原因を評価するために使用できる情報をもたらし得る。
【００３９】
　データセットのデータ品質とは、そのデータセットが予期される特性を有するかどうか
を概して意味する。低いデータ品質は、予期された通りに振る舞わない、例えば統計的標
準を外れる、標準的な照会に応答してルックアップの失敗又は別の種類の挙動を返すデー
タセット内に現れ得る。データセットの品質は、以下で説明するように、データセット内
のデータ記録の一部若しくは全てのプロファイルに基づいて、特定のデータ記録の１つ又
は複数のフィールドのそれぞれの中の値に基づいて、又はその両方に基づいて特徴付ける
ことができる。
【００４０】
　ダウンストリームデータセット（例えば、出力データ１１０）内の低いデータ品質は、
出力データのアップストリームデータ系列内の様々な要因の何れかにさかのぼることがで
きる。低品質の出力データの１つのあり得る原因は、低品質のソースデータ、低品質の基
準データ、又はその両方であり得る。例えば、あるソースデータセットは、伝送中に破損
し若しくは中断されている場合があり、間違ったデータセットである可能性があり、欠落
データを有することがあり、又は別の問題を有し得る。基準データセットは、基準データ
セットに対する最近の更新で誤りにさらされている場合があり、破損していることがあり
、間違ったデータセットである可能性があり、又は別の問題を有し得る。低品質の出力デ
ータの別のあり得る原因は、出力データのアップストリームデータ系列内の変換要素の問
題であり得る。例えば、変換要素を実装するソフトウェアが新バージョンに最近更新され
た場合、例えば更新されたソフトウェアが誤りを有し又は破損している場合、変換要素は
もはや所望の処理を行わない場合がある。出力データセット内で生じ得る潜在的なデータ
品質問題を先制して識別すること、出力データセット内で生じたデータ品質問題の根本的
原因を後に追跡すること、又はその両方を容易にするために、出力データ１１０のセット
のデータ系列内のソースデータ、基準データ、及び変換要素をモニタすることができる。
【００４１】
　ソースデータ及び基準データをモニタリングし分析することは、低品質の出力データの
１つ又は複数のあり得る原因をユーザが診断するのを補助し得る。例えば、低品質の出力
データセットが生成される場合、所与のソースデータセット又は基準データセット自体が
低品質かどうか、従って低品質の出力データのあり得る一因かどうかを、低品質の出力デ
ータセットのデータ系列内のソースデータ又は基準データを分析することが示し得る。ソ
ースデータ及び基準データをモニタリングすることは、処理された場合にダウンストリー
ム出力データ内でデータ品質問題を引き起こし得る、低品質のソースデータ又は基準デー
タを先制して識別することもできる。
【００４２】
　図３Ａ及び図３Ｂは、図１に示したデータ系列を有する出力データ１１０のセット内の
未知の又は潜在的なデータ品質問題の根本的原因を追跡する手法を示す。図３Ａを参照す
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ると、入力データ（例えば、図１のソースデータ１０２、１０４）を処理する前に、基準
データ１１８、１２０、１２２の品質が品質要素１５４、１５６、１５８によってそれぞ
れ特徴付けられる。一部の例では、基準データセットが更新されるとき、予定時刻に（例
えば、周期的に又は基準データの更新が予定されているとき）、各入力データセットを処
理する前に、又は他の時点において基準データの品質を特徴付けることができる。
【００４３】
　データセットの品質を特徴付けるために、品質要素がデータセット内のフィールドのプ
ロファイル（統計調査と呼ばれる場合もある）を計算する。データ記録セットのプロファ
イルは、データ記録内のデータ値の例えばフィールドごとの要約である。プロファイルは
、セット内のデータ記録の少なくとも一部のそれぞれの中の１つ又は複数のフィールドの
それぞれの中のデータ値を特徴付ける統計、値のヒストグラム、最大値、最小値、平均（
例えば、中間又は中央）値、平均値からの標準偏差、個別値の数、（例えば、データセッ
トごとの重要なデータ要素に関する）１つ又は複数のフィールド内の最も高頻度の値及び
最も低頻度の値の標本、又は他の統計を含む。一部の例では、プロファイルが、データ記
録内の１つ又は複数のフィールドのそれぞれの中のデータ値を特徴付ける処理された情報
を含み得る。例えば、プロファイルは、フィールド内の値の分類（例えば、収入データフ
ィールド内のデータの高い、中位、又は低いカテゴリへの分類）、個々のデータ記録内の
データフィールド間の関係の指示（例えば、州のデータフィールドとＺＩＰのデータフィ
ールドとが無関係ではないという指示）、データ記録間の関係（例えば、顧客＿識別子フ
ィールド内で共通値を有するデータ記録は関係しているという指示）、又はデータ記録セ
ット内のデータを特徴付ける他の情報を含み得る。
【００４４】
　次いで、品質要素が１つ又は複数の規則を適用して、データセット内の任意の実際の又
は潜在的なデータ品質問題を識別する。以下で更に論じるように、規則はユーザによって
指定されてもよく、プロファイルの許容可能な特徴又は禁止された特徴を示し得る。ある
具体例では、基準データセットが米国の州の略記を列挙するフィールドを含む場合、規則
の一例は、そのフィールド内の個別値の数が５０を上回る場合、データ品質問題を識別す
べきであると示すことができる。一部の例では、規則がデータセットの履歴プロファイル
、例えば履歴平均値に基づき得る。データ品質問題がデータセット内で識別されない場合
、規則を更新するために、例えば履歴平均値を更新するためにデータセットのプロファイ
ルを使用することができる。実際の又は潜在的なデータ品質問題を有するものとして基準
データセットが識別される場合、データ品質問題が対処されるまで処理を休止することが
できる。
【００４５】
　図３Ｂを参照すると、ソースデータ１０２、１０４の品質は品質要素１５０、１５２に
よってそれぞれ特徴付けられる。品質要素１５０、１５２は、データ処理システム内にデ
ータが受信されるとき、それぞれのソースデータの予定された処理の前に、又は他の時点
においてソースデータ１０２、１０４のそれぞれのデータ品質を特徴付けることができる
。既知の又は潜在的なデータ品質問題を有するものとしてソースデータセットが識別され
る場合、例えばユーザに警告するために又は将来参照するためにデータ記憶域内に記憶す
るために、データ品質問題に関する情報を出力することができる。例えば、各品質要素１
５０、１５２が対応するデータセットからデータを読み取ると、品質要素１５０、１５２
はデータセットのプロファイルを計算する。
【００４６】
　ある具体例では、ソースデータ１０２のプロファイルを計算するために、品質要素１５
０はソースデータ１０２内の取引＿量フィールド内の値の全ての和を計算することができ
る。ソースデータ１０２のための規則が、取引＿量フィールド内の値の全ての和を過去３
０ランにわたるその和の平均及び標準偏差と比較することができ、ソースデータ１０２の
取引＿量フィールド内の値の全ての和が和の平均値からの１標準偏差の範囲外である場合
、データ品質問題を識別すべきであると示すことができる。
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【００４７】
　一部の例では、データセットの品質を特徴付けるために使用される規則が、データセッ
ト内のデータ記録のプロファイルの許容可能な特徴又は禁止された特徴を示し得る。プロ
ファイルの特徴は値又は値域とすることができる。プロファイルの許容可能な特徴を示す
規則は、プロファイルが許容可能な特徴を含む場合に満たされる。フィールドに関する許
容可能な特徴の一例は、そのフィールドの許容可能な最大値及び最小値とすることができ
、そのフィールドの平均値が許容可能な最大値と最小値との間に含まれる場合に規則が満
たされる。プロファイルの禁止された特徴を示す規則は、禁止された特徴をプロファイル
が含まない限り満たされる。フィールドに関する禁止された特徴の一例は、そのフィール
ドについて禁止されている値の一覧とすることができ、そのフィールドが禁止値の何れか
を含む場合、その規則は満たされない。
【００４８】
　プロファイルの特徴を示す規則は、特定のデータセットのフィールドのプロファイルと
データセットのフィールドに関する基準プロファイルとの間の許容偏差を示し得る。対応
する規則によって示される許容偏差を上回るデータセットのプロファイルとデータセット
に関する基準プロファイルとの間の偏差は、そのデータセット内のデータ品質問題の指示
、従ってそのデータセットがダウンストリームデータセット内の既存の又は潜在的なデー
タ品質問題のあり得る根本的原因であるという指示であり得る。一部の例では、最大許容
値及び最小許容値等の値域として許容偏差を指定することができる。一部の例では、平均
値（例えば、過去のデータセット内の値の中間又は中央）とすることができる単一値から
の標準偏差として許容偏差を指定することができる。
【００４９】
　一部の例では、データセットの品質を特徴付けるために使用される規則は、フィールド
内の値の妥当性等に基づき、データ記録の１つ又は複数のフィールドのそれぞれの中の値
の許容特性又は禁止特性を示すことができる。フィールドに関する許容特性を示す規則は
、フィールド内の値がその許容特性に適合する場合に満たされる。フィールドに関する禁
止特性を示す規則は、フィールド内の値が禁止特性に適合しない限り満たされる。規則を
満たす値は有効値と呼ばれる場合もあり、規則を満たさない値は無効値と呼ばれる場合も
ある。規則による許容特性又は禁止特性としてフィールド内の値の様々な特性を示すこと
ができる。規則の一例は、許容値域若しくは禁止値域、最大許容値、最小許容値、又は許
容若しくは禁止されている１つ又は複数の特定の値の一覧等、フィールドのコンテンツの
許容特性又は禁止特性を示すことができる。例えば、１９００未満の値又は２０１６を上
回る値を有する誕生＿年フィールドは無効と見なされ得る。規則の一例は、フィールドの
データタイプの許容特性又は禁止特性を示すことができる。規則の一例は、特定のフィー
ルド内に値がないこと（又はヌルがあること）が許容されているか、又は禁止されている
かを示すことができる。例えば、文字列値（例えば、「Smith」）を含むラスト＿ネーム
フィールドは有効と見なされ得る一方、空白であり又は数値を含むラスト＿ネームフィー
ルドは無効と見なされ得る。規則の一例は、同じデータ記録内の２つ以上のフィールド間
の許容又は禁止された関係を示し得る。例えば、ある規則は、州フィールドのあり得る各
値に対応するＺＩＰフィールドの値の一覧を指定することができ、その一覧によってサポ
ートされないＺＩＰフィールドの値と、州フィールドの値とのいかなる組合せも無効であ
ると指定することができる。
【００５０】
　一部の例では、履歴データを自動で分析することに基づいて規則を生成することができ
る。この種の規則を自動生成規則と呼ぶ。自動生成規則は、データセット内のデータ記録
のプロファイルの許容可能な特徴又は禁止された特徴を示すことができる。例えば、プロ
ファイルの自動生成規則は、特定のデータセットのフィールドのプロファイルとデータセ
ットのフィールドの自動的に決定された履歴基準プロファイルとの間の許容偏差を示し得
る。データセットの履歴基準プロファイルは履歴データに基づくことができ、例えば、履
歴基準プロファイルは前日の同じデータセットのプロファイル、過去の複数日の（例えば
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、先週又は先月にわたる）同じデータセットの平均プロファイル、同じデータセットの存
続期間の平均プロファイルとすることができる。より広義には、基準プロファイルは、様
々な種類の統計的分析を活用するための多岐にわたる基準情報を保持することができる。
例えば、基準プロファイルは、値分布の標準偏差又は他の指示に関する情報を含み得る。
以下の例では、及び本願の一般的な概念を限定することなく、基準プロファイルが過去の
データセットの数値的平均及び場合により標準偏差も含むと仮定する。
【００５１】
　自動生成規則は、データ記録のフィールド内の値の自動的に決定された許容特性又は禁
止特性を示すことができる。一例では、あるフィールドに関する自動生成規則が、そのフ
ィールドの履歴的な最大値又は最小値の分析に基づくフィールドの許容可能な最大値又は
最小値を示し得る。一例では、あるフィールドに関する自動生成規則が、そのフィールド
について過去に生じた値の分析に基づくフィールドの許容値一覧を示し得る。一部の例で
は、データセットの全フィールドについて自動生成規則が指定される。一部の例では、フ
ィールドの部分集合について規則が指定される。規則が指定されるフィールドは、例えば
データ記録の分析に基づいて自動で識別され得る。例えば、自動生成規則を生成可能なフ
ィールドとして、少数の個別値を概して有するデータ記録セット内の任意のフィールド（
低濃度フィールドと呼ばれる場合もある）を識別することができる。
【００５２】
　一部の例では、自動生成規則を生成するために機械学習技法が使用される。例えば、規
則を生成する前に履歴平均又は期待値を識別するために、学習期間にわたってデータを分
析することができる。学習期間は、指定の期間とすることができ、又は平均値若しくは期
待値が安定した値に収束するまでの時間とすることができる。
【００５３】
　一部の例では、規則がユーザによって指定され得る。この種の規則をユーザ指定規則と
呼ぶ。ユーザ指定規則は、特定のデータセットのフィールドのプロファイルの許容特性又
は禁止特性、データセット内のデータ記録の１つ又は複数のフィールドのそれぞれの中の
値の許容特性又は禁止特性、又はその両方を指定することができる。ユーザは、例えばシ
ステムによって処理されるデータ記録の予期される特性についての自らの理解に基づいて
規則を指定することができる。一部の例では、ユーザによって修正され得る省略時値をユ
ーザ指定規則に割り当てることができる。
【００５４】
　ある具体例では、ソースデータが米国内で生じる取引に関するクレジットカード取引記
録である。ソースデータは、１時間のインクリメント単位で処理されるストリーミングデ
ータである。ソースデータについての、及びクレジットカード取引記録を処理するときに
実行すべき操作についての自らの知識に基づき、ユーザは、プロファイルすべき重要なデ
ータ要素として取引識別子フィールド、カード識別子フィールド、州フィールド、日付フ
ィールド、及び金額フィールドを識別することができる。
【００５５】
　ソースデータがクレジットカード取引記録である具体例では、ユーザは、州フィールド
について５０個の許容値のみがあることを知っている場合がある。ユーザは、基準に対す
るソースデータセットのプロファイルの標準偏差に関係なく、ソースデータセットのプロ
ファイルが州フィールド内で５０を上回る値を識別する場合、警告フラグの使用を引き起
こす規則を作成することができる。ユーザは、処理と同日に完了した取引に関するクレジ
ットカード取引記録のみがソースデータセット内にあることも知っている場合がある。ユ
ーザは、任意のソースデータ記録が処理日と一致しない日付を有する場合、警告メッセー
ジの送信を引き起こす規則を作成することができる。
【００５６】
　図４を参照すると、一部の例では、ユーザが１つ又は複数の規則をユーザインタフェー
ス４００によって指定することができる。ユーザインタフェース４００の一例は、複数の
行４０２及び複数の列４０４を含む。各行４０２は、データセット内のデータ記録のフィ
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ールド４０６に関連し、各列４０４は規則４０８に関連する。ユーザインタフェース４０
０により、ユーザは１つ又は複数のフィールド４０６に関する規則を指定することができ
、又はフィールドに関する事前にデータ投入された省略時規則を承認することができる。
ユーザインタフェース４００についての更なる説明は、参照によりその全内容を本明細書
に援用する、２０１２年１０月１７日に出願された米国特許出願第１３／６５３，９９５
号に見出すことができる。ユーザインタフェース４００の他の実装形態もあり得る。
【００５７】
　一部の例では、基準データセットの新バージョン内又はソースデータセット内等、起こ
り得るデータ品質問題がデータセット内で検出される場合、データベース内に記憶される
根本的原因データセットの一覧上に起こり得るデータ品質問題を有するデータセットの識
別子が配置される。出力データ１１０のセットのデータ品質問題が後に検出される場合、
出力データ１１０のセットのアップストリームデータ系列要素を識別し、（存在する場合
には）それらのアップストリームデータ系列要素の何れが根本的原因データセットの一覧
に含まれているかを判定するためにデータベースを照会することができる。
【００５８】
　一部の例では、基準データセットの新バージョン又はソースデータセット内等、起こり
得るデータ品質問題がデータセット内で検出される場合、ユーザ通知を使用可能にするこ
とができる。一部の例では、データ品質問題を示すために警告フラグを記憶することがで
きる。例えば、起こり得るデータ品質問題が基準データセットの新バージョン内で検出さ
れる場合、基準データの新バージョンに関するプロファイルデータと共に警告フラグを記
憶することができる。起こり得るデータ品質問題がソースデータセット内で検出される場
合、そのソースデータセットに関するプロファイルデータと共に警告フラグを記憶するこ
とができる。一部の例では、起こり得るデータ品質問題の存在を示すために警告メッセー
ジをユーザに伝達することができる。警告メッセージは、例えばユーザインタフェース上
のメッセージ、アイコン、ポップアップウィンドウ、電子メール、ショートメッセージサ
ービス（ＳＭＳ）メッセージ、又は別の形式とすることができる。
【００５９】
　一部の例では、警告フラグ又は警告メッセージが使用される基準プロファイルからの１
つ又は複数の限界偏差を規則が指定することができる。例えば、現在のデータセットのプ
ロファイルとそのデータセットに関する基準プロファイルとの間の偏差が、１～２標準偏
差等だけ小さい場合に警告フラグを記憶することができ、偏差が２標準偏差を上回る場合
に警告メッセージを伝達することができる。限界偏差は、各ソースデータセット及び基準
データセットに固有であり得る。
【００６０】
　偏差が極度である、例えば基準プロファイルを３標準偏差だけ上回る場合等の一部の例
では、ユーザが介入するまでデータ処理システムによる更なる処理を停止することができ
る。例えば、極度の偏差を有するソースデータ又は基準データの影響を受ける任意の更な
る処理が一時停止される。一時停止すべき変換は、影響を受けるソースデータ又は基準デ
ータのダウンストリームにあるデータ系列要素を参照するデータによって識別され得る。
【００６１】
　一部の例では、基準プロファイルデータが自動で決定される。例えば、所与のデータセ
ットの基準プロファイルデータをそのデータセットの過去のプロファイルデータの履歴的
な移動平均として（例えば、そのデータセットの新たなプロファイルデータが決定される
たびに基準プロファイルデータを再計算することによって）自動で更新することができる
。一部の例では、ユーザが、例えば、所望の特性を有するデータセットをプロファイリン
グすることにより、最初の基準プロファイルデータを供給することができる。
【００６２】
　変換要素１０６、１０８、１１６のそれぞれに対する最近の更新の時間又は日付等、出
力データのデータ系列内の変換要素１０６、１０８、１１６の更新状態を追跡することが
できる。変換要素に対する最新の更新のタイミングにアクセスすることができ、ユーザは
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変換要素の１つ又は複数、例えば正しくない又は破損した変換要素が、出力データ１１０
内の既存の又は潜在的なデータ品質問題のあり得る根本的原因かどうかを評価することが
できる。例えば、出力データ１１０が変換要素１１６から出力される直前に変換要素１１
６が更新された場合、出力データ１１０内の既存の又は潜在的なデータ品質問題のあり得
る根本的原因として変換要素１１６を識別することができる。
【００６３】
　図５を参照すると、追跡エンジン５００は、ソースデータ及び基準データ等のデータ系
列要素のプロファイル、並びにデータ処理システムによって生成される出力データ等の所
与のデータセットのアップストリームデータ系列内の基準データ及び変換等のデータ系列
要素に対する更新をモニタする。
【００６４】
　追跡エンジン５００は、データ処理システムによって生成される出力データ等の所与の
データセットのアップストリームにあるデータ系列要素を参照するデータ５０４を記憶す
る、データ系列リポジトリ５０２を含む。例えば、データ系列リポジトリ５０２は、各デ
ータ系列要素の識別子及びデータ系列要素間の関係を示すデータを記憶し得る。データ系
列リポジトリ５０２は、ファイル、データベース、又は別のデータ記憶機構であり得る。
【００６５】
　追跡エンジン５００は、更新モニタ５０６を含む。更新モニタ５０６は、データ処理シ
ステム内の変換要素及び基準データセットが何れの時点で更新されるかをモニタする。デ
ータ系列リポジトリ５０２によって参照される変換要素ごとに、更新モニタ５０６は、変
換要素を実装するソフトウェアが何れの時点で更新されるかをモニタする。更新が生じる
とき、更新モニタ５０６は、ファイル、データベース、別のデータ記憶機構等の更新リポ
ジトリ５０８内にエントリ５１０を記憶する。エントリ５１０は、ソフトウェアが更新さ
れた日付、時間、その両方等の更新のタイミングを示す。一部の例では、エントリ５１０
が、更新についての手入力された説明、更新によって変更された命令行のテキスト、更新
の性質についての別の指示等、更新の性質についての指示も含み得る。更新リポジトリ５
０８は、変換要素の識別子により、更新のタイミングにより、又はその両方により索引を
付けられ得る。
【００６６】
　データ系列リポジトリ５０２によって参照される基準データセットごとに、更新モニタ
５０６は、基準データセットが何れの時点で更新されるかをモニタする。更新が生じると
き、更新モニタ５０６は、ファイル、データベース、別のデータ記憶機構等のプロファイ
ルリポジトリ５１６内にエントリ５１４を記憶する。エントリ５１４は、基準データセッ
トが更新された日付、時間、その両方等の更新のタイミングを示す。プロファイルリポジ
トリ５１６は、基準データセットの識別子により、更新のタイミングにより、又はその両
方により索引を付けられ得る。
【００６７】
　基準データセットが更新されるとき、その基準データセットに関する品質要素が、基準
データの新バージョンと呼ばれる場合もある更新された基準データのプロファイルを生成
する。品質要素は、ファイル、データベース、別の記憶機構等の規則リポジトリ５２２内
に記憶される重要なデータ要素の一覧５２０に従ってプロファイルを生成することができ
る。重要なデータ要素とは、ユーザ又はシステムにとって重要であることが分かっている
データ記録内のフィールド、例えばユーザによって指定されるフィールド又は自動で識別
されるフィールドである。基準データの新バージョンに関する重要なデータ要素ごとにプ
ロファイルが生成される。例えば、所与の重要なデータ要素について生成されるプロファ
イルは、重要なデータ要素に関する幾つの個別値が基準データセット内にあるか、及び各
個別値が発生する回数を示す統計調査データであり得る。それぞれの重要なデータ要素の
生成プロファイルを示す基準プロファイルデータ５２４が、例えば基準データに対する更
新を示すエントリ５１４に関連してプロファイルリポジトリ５１６内に記憶される。
【００６８】
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　ソースデータがデータ処理アプリケーションに与えられるとき、データ系列リポジトリ
５０２によって参照される各ソースデータセットのプロファイルが対応する品質要素によ
って生成される。ソースデータ内の重要なデータ要素ごとにプロファイルが生成され、重
要なデータ要素は、規則リポジトリ５２２内に記憶される重要なデータ要素の一覧５２０
内で指定される。プロファイルされた各ソースデータセットの生成プロファイルを示すソ
ースプロファイルデータ５２６が、ファイル、データベース、別のデータ記憶機構等のプ
ロファイルリポジトリ５１６内に記憶される。
【００６９】
　一部の例では、ダウンストリーム出力データ内でデータ品質問題が生じる場合にのみ、
基準プロファイルデータ５２４及びソースプロファイルデータ５２６がアクセスされる。
一部の例では、基準データの新バージョン又は受信されたソースデータそれぞれの潜在的
なデータ品質問題をデータが示すかどうかを判定するために、基準プロファイルデータ５
２４、ソースプロファイルデータ５２６、又はその両方がプロファイルモジュールによっ
て分析される。プロファイルデータ５２４、５２６は、プロファイルの生成直後に分析す
ることができ、又は後の時点において、例えば追跡エンジンが分析のために空いた計算資
源を有する任意の時点において分析することができる。
【００７０】
　基準プロファイルデータ５２４又はソースプロファイルデータ５２６を分析するために
、分析モジュール５３０が、規則リポジトリ５２２内に記憶される自動生成規則又はユー
ザ指定規則等の規則５３６を適用する。規則は、例えばデータセットごとの１つ又は複数
の重要なデータ要素、データ品質問題を引き起こし得る限界偏差、又は別の種類の規則を
示し得る。
【００７１】
　一部の例では、潜在的なデータ品質問題が基準データの新バージョン内又はソースデー
タセット内で検出される場合、データ系列リポジトリ５０２内に記憶される根本的原因デ
ータセットの一覧５５０上に潜在的なデータ品質問題を有するデータセットの識別子が配
置される。ユーザがダウンストリームデータセットのデータ品質問題を後に検出する場合
、出力データセットのアップストリームにあるデータ系列要素を識別し、（存在する場合
には）それらのアップストリームデータ系列要素の何れが根本的原因データセットの一覧
５５０上に含まれているかを識別するために、ユーザは、データ系列リポジトリ５０２を
照会することができる。
【００７２】
　一部の例では、起こり得るデータ品質問題があるかどうかを判定するために出力データ
１１０が自動で分析される。例えば、現在の出力データ１１０のプロファイルを出力デー
タ１１０の旧バージョンの基準プロファイルと比較するために、例えば出力データ１１０
の各バッチ又は時間間隔をプロファイルすることができ、プロファイリング規則及び検証
規則を出力データ１１０に適用することができる。出力データプロファイリング規則内で
指定されるように、現在の出力データ１１０のプロファイルが基準プロファイルから閾値
量を上回って外れる場合、潜在的なデータ品質問題を有するものとして現在の出力データ
１１０を識別することができる。出力データ検証規則内で指定されるように、現在の出力
データ１１０内の特定のデータ要素が期待値域から閾値量を上回って外れる値を有する場
合、潜在的なデータ品質問題を有するものとして現在の出力データ１１０を識別すること
ができる。データウェアハウス内に警告フラグを出力データ１１０と共に記憶することが
でき、又はユーザは、例えば、ユーザインタフェース又はメッセージによって通知され得
る。
【００７３】
　一部の例では、潜在的なデータ品質問題を有するものとしてユーザが出力データ１１０
のセットを識別する。例えば、複数の出力データ１１０のセットを要約するレポートを作
成するビジネスアナリストは、自らが分析している他の出力データセットに比べて特定の
出力データ１１０のセットが殆ど意味をなさないことを認識する場合がある。アナリスト
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は、潜在的なデータ品質問題を有するものとしてその特定の出力データ１１０のセットの
フラグを立てることができる。
【００７４】
　出力データがデータ品質問題を有する場合、データ品質問題の根本的原因を識別するた
めに、追跡エンジン５００内に記憶されている情報がアクセスされ得る。例えば、ファイ
ル名又はタイムスタンプ等の出力データの識別子が、例えば自動で又はユーザによって照
会モジュール５４８に与えられ得る。照会モジュール５４８は、識別された出力データに
関連し得る情報を求めて関連リポジトリのそれぞれを照会する。具体的には、照会モジュ
ール５４８は、識別された出力データが依拠する変換、ソースデータ、及び基準データを
識別するためにデータ系列リポジトリ５０２を照会する。次いで、照会モジュール５４８
は、出力データを処理する直前に生じた識別された変換要素の何れかに対する更新を示す
任意のエントリ５１０を求めて更新リポジトリを照会することができる。照会モジュール
５４８は、関連する基準プロファイルデータ５２４及び関連する任意の警告フラグと共に
、識別された基準データに対する更新を示す任意のエントリ５１４を求めてプロファイル
リポジトリ５１６を照会することができる。照会モジュール５４８は、識別された任意の
ソースデータセットに関するソースプロファイルデータ５２６を求めてプロファイルリポ
ジトリ５１６を照会することができる。
【００７５】
　照会モジュール５４８による照会に応じて返される結果がユーザインタフェース上で表
示される。ディスプレイは、出力データ内のデータ品質問題の潜在的な根本的原因の理解
を得るために、ユーザがデータを見て操作することを可能にする。例えば、出力データが
処理される直前に変換要素に対するソフトウェア更新があった場合、更新についての説明
又は変更された命令行等、ユーザはその更新に関連する情報を見ることができる。基準プ
ロファイルデータ又はソースプロファイルデータに関連する警告フラグがあった場合、ユ
ーザはプロファイルデータを見ることができる。
【００７６】
　一部の例では、照会モジュール５４８によって返される結果は、潜在的なデータ品質問
題を有する出力データに関する処理を変換要素が行う直前に変換要素に対する更新が行わ
れたことを示し得る。これを最近更新された変換要素と呼ぶ場合がある。直前とは、例え
ば、処理の１０分以内、１時間以内、１日以内、別の時間内等、設定された時間内を意味
する。更新モニタ５０６は、最近更新された変換要素の１つ又は複数が出力データ内のデ
ータ品質問題の潜在的な根本的原因かどうかを示し得る、最近更新された変換要素に関す
る追加情報を得ることができる。例えば、更新モニタ５０６は、最近更新された変換要素
に関連する任意の処理アーティファクトを識別することができる。処理アーティファクト
があることは、最近更新された変換要素の潜在的な問題を示し得る。最近更新された変換
要素に対する更新を更新ログが反映することを確実にするために、更新モニタ５０６は最
近更新された変換要素に関連する更新ログを点検することができる。更新ログと最近更新
された変換要素に対する更新を示すデータ５１０との間の不一致は、変換要素の潜在的な
問題を示し得る。最近更新された変換要素の更新中に取り込まれている可能性がある潜在
的な誤りを識別するために、更新モニタ５０６はチェックサム又は他のシステムデータを
点検することができる。
【００７７】
　一部の例では、最近更新された変換要素の潜在的な問題が検出される場合、ユーザ通知
を使用可能にすることができる。一部の例では、潜在的な問題を示すために警告フラグを
、例えば更新を示すデータ５１０と共に更新リポジトリ５０８内に記憶することができる
。一部の例では、最近更新された変換要素の潜在的な問題の存在を示すために通信モジュ
ール５４６によって警告メッセージをユーザに伝達することができる。例えば、警告メッ
セージは、ユーザインタフェース上のメッセージ、アイコン、ポップアップウィンドウ、
電子メール、ＳＭＳメッセージ、又は別の形式とすることができる。一部の例では、デー
タ系列及びデータ品質の分析を粗粒度のデータ系列と呼ぶ場合があるデータセットのレベ
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ルとすることができる。粗粒度のデータ系列は、ダウンストリームデータセットのデータ
系列を見る。ダウンストリームデータセットを生成するために使用されるアップストリー
ムデータセット及びアップストリーム変換要素は、ダウンストリームデータセットのデー
タ系列内にあると見なされる。一部の例では、データ系列及びデータ品質の分析を細粒度
のデータ系列と呼ぶ場合がある個々のフィールドのレベルとすることができる。細粒度の
データ系列は、ダウンストリームデータセット内の特定のフィールドのデータ系列を見る
。ダウンストリームデータセット内の特定のフィールドを生成するために使用されるアッ
プストリーム変換要素及びアップストリームデータセット内のフィールドは、ダウンスト
リームデータセットのデータ系列内にあると見なされる。データ品質の分析についてここ
で説明する手法は、粗粒度のデータ系列及び細粒度のデータ系列の両方に関連して適用さ
れ得る。
【００７８】
　プロファイリングに関する更なる情報は、参照によりその全内容を本明細書に援用する
「Data Profiling」という名称の米国特許第８，８６８，５８０号に見出すことができる
。典型的には、データ記録はデータフィールドの組に関連し、各フィールドは各記録に関
する特定の値（場合によりヌル値を含む）を有する。一部の例では、データセット内のデ
ータ記録が決まった記録構造を有し、かかる記録構造内では各データ記録が同じフィール
ドを有する。一部の例では、データセット内のデータ記録が、例えば可変長ベクトル又は
条件付きフィールドを含む可変記録構造を有する。一部の例では、プロファイルモジュー
ル２１８が、データセット内のデータ記録に関する初期フォーマット情報をプロファイル
要素１５０、１５２、１５４に与えることができる。初期フォーマット情報は、例えば個
別値を表すビット数（例えば、１６ビット）、記録フィールドに関連する値及びタグ又は
区切り符号に関連する値を含む値の順序、ビットによって表わされる値の種類（例えば、
文字列、符号付き／符号なし整数又は他の種類）、又は他のフォーマット情報を含み得る
。フォーマット情報は、規則リポジトリ５２２内に記憶されるデータ操作言語（ＤＭＬ）
ファイル内で指定され得る。プロファイル要素１５０、１５２、１５４は、ＳＱＬテーブ
ル、ＸＭＬファイル、ＣＳＶファイル等の様々な共通データシステムフォーマットのデー
タを自動で解釈するために既定のＤＭＬファイルを使用することができ、又は専用のデー
タシステムフォーマットを記述する、規則リポジトリ２２２から得られるＤＭＬファイル
を使用することができる。
【００７９】
　図６は、ユーザが出力データセット内の潜在的なデータ品質問題の根本的原因を調査す
ることを可能にするユーザインタフェース３００の一例を示す。ユーザインタフェース３
００により、ユーザは出力データセットの識別子３０２又は出力データ内の特定のデータ
要素の識別子３０４を入力することができる。例えば、識別子３０２又は３０４は、潜在
的なデータ品質問題を有する出力データセット又は特定のデータ要素を識別することがで
きる。図６の例では、ユーザが出力データセット「Billing_records.dat.」を入力してい
る。ユーザインタフェース３００上に、出力データの識別されたセット又は識別されたデ
ータ要素のアップストリームのデータ系列要素をグラフィカルに示す対話型データ系列図
３１０が表示される。データ系列図３１０の例では、識別された出力データセットのアッ
プストリームのデータ系列要素がソースデータ３１２、３１４の２つのセット、２つの変
換要素３１６、３１８、及び１つの基準データ３２０のセットを含む。
【００８０】
　この例のソースデータ３１２、変換要素３１８、基準データ３２０等、起こり得るデー
タ品質問題を有するアップストリームデータ系列要素が警告フラグ３２４ａ、３２４ｂ、
３２４ｃでそれぞれ印付けされる。ユーザは、警告フラグ上でクリックし若しくはタップ
し、警告フラグ上にマウスポインタを重ね、又は他の方法で警告フラグを選択すること等
によって警告フラグを選択し、関連する起こり得るデータ品質問題に関する情報にアクセ
スすることができる。データセットに関連する起こり得るデータ品質問題に関する情報は
、プロファイルデータ、１つ又は複数のデータ要素に関する基準プロファイルデータ、プ
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ロファイルデータの統計的分析の結果（基準プロファイルデータからのプロファイルデー
タの偏差等）、検証規則によって指定された許容値を満たさない値、又は他の情報を含み
得る。変換要素に関連する起こり得るデータ品質問題に関する情報は、変換要素に対する
直近の更新日、更新についての説明、更新に由来する符号の抜粋、又は他の情報を含み得
る。一部の例では、警告フラグの１つをユーザが選択することに応じてデータ系列図上に
情報バブルをオーバレイすることができる。一部の例では、警告フラグの１つをユーザが
選択することに応じて新たな画面を表示することができる。一部の例では、情報バブル又
は新たな画面内に表示される情報を対話型とすることができ、それにより、ユーザは、情
報片を選択することによって更なる詳細情報にアクセスすることができる。
【００８１】
　ユーザインタフェース３００により、ユーザは規則エディタ３２８にアクセスすること
もでき、規則エディタ３２８によってユーザはプロファイリング規則、検証規則、又はそ
の両方を追加し、削除し、又は修正することができる。例えば、ユーザは、データセット
ごとに重要なデータ要素を追加し、削除し、又は修正すること、潜在的なデータ品質問題
の識別を引き起こす限界偏差を更新すること、プロファイリング規則又は検証規則を新た
なデータセットの受信時に自動で適用すべきかダウンストリームのデータ品質問題を検出
したときにのみ自動で適用すべきかを指定すること、又はプロファイリング規則若しくは
検証規則に対して他の変更を加えることができる。
【００８２】
　ある具体例では、データ処理システムが通話記録を処理して課金記録を生成する。各ソ
ースデータ記録は通話を表し、通話の日付、時間、通話の持続時間、ダイヤル側の電話番
号、着呼側の電話番号等のデータを記憶するフィールドを含む。請求書を生成するために
、ソースデータ記録がバッチ処理内で毎月処理される。この例では、２０１５年５月の月
に顧客アカウントの９５％について請求書が生成されなかった。ユーザは、２０１５年５
月の請求書を生成するために使用された出力データのアップストリームデータ系列内のデ
ータ系列要素のプロファイル及びかかるデータ系列要素に対する更新に関する情報を要求
した。基準ソースプロファイルデータがダイヤル側電話番号フィールド内の１５０万個～
２４０万個の固有値の期待範囲を示した一方、ソースプロファイルデータは、２０１５年
５月の請求書を生成するために使用されたソースデータ記録内のダイヤル側電話番号フィ
ールドが１０個の固有値のみを有したことを示した。ソースプロファイルデータのこの点
検に基づき、ユーザはソースデータ記録が破損していると判定した。２０１５年５月の請
求書を正しく生成するためにソースデータ記録が圧縮記憶域から取得され、再び処理され
た。
【００８３】
　別の具体例では、データ処理システムが企業内財務記録を処理し、各財務記録を企業の
事業部に割り振る。企業の事業部に対する各財務記録の割り振りは、各記録内の部門識別
子を企業基準データセットによって提供される企業の６つの事業部のうちの１つにマッピ
ングすることによって行われる。企業基準データに関する基準プロファイルデータは、企
業の事業部の数が過去１０年にわたって一貫して６つであったことを示した。基準データ
は毎四半期更新される。直近の更新後、基準データがプロファイルされ、基準データ内の
企業の事業部の数が６０まで増えたことを示した。６つの事業部の基準からの更新された
基準データのプロファイルの偏差は、システム管理者への警告メッセージの送信を引き起
こすのに十分大きかった。加えて、基準データを調査し、必要に応じて訂正できるまでデ
ータ処理システムによる更なる処理が一時停止された。
【００８４】
　図７を参照すると、ある具体例では、データ処理システム５０が、２０１６年４月１日
にthebostonshop.comで行われたオンライン購入の記録を含む入力データ５８を処理する
複数の変換要素５２、５４、５６を含む。入力データ５８の各記録は、州フィールドを含
む複数のフィールドを含む。この例では、コンポーネント５６は、入力データの州フィー
ルド内の値に基づいて８つのファイル６０ａ～６０ｈのうちの１つに各データ記録を送信
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する分割コンポーネントである。例えば、州フィールド内にＭＡの値を有する記録はファ
イル６０ａに送信され、値ＴＸを有する記録はファイル６０ｂに送信され、値ＣＡを有す
る記録はファイル６０ｃに送信され、値ＤＥを有する記録はファイル６０ｄに送信され、
値ＮＹを有する記録はファイル６０ｅに送信され、値ＩＬを有する記録はファイル６０ｆ
に送信され、値ＲＩを有する記録はファイル６０ｇに送信され、他の任意の値を有する記
録はファイル６０ｈに送信される。各ファイルに送信される記録の数が図７に示されてい
る。図７の例では、各ファイルに送信される記録の数が期待範囲内にあり、従ってデータ
品質の警告は生成されない。これは入力データ５８が期待範囲に含まれるためである。
【００８５】
　入力データ５８の品質が品質要素６２によって特徴付けられる。品質要素６２は入力デ
ータ５８の州フィールドのプロファイルを生成し、州フィールドのプロファイルと入力デ
ータの州フィールドの基準プロファイルとの間の許容偏差を示す自動生成規則を適用する
。基準プロファイルは、過去１年にわたってデータ処理システム５０によって処理された
データの平均プロファイルを表し、それを超えると潜在的なデータ品質問題が識別される
許容偏差を示す。この例では、入力データ５８のプロファイル内の州フィールド内の値分
布が基準プロファイル内の値分布と１０％を超えて異なる場合、潜在的なデータ品質問題
を有するものとして入力データ５８を識別すべきであると自動生成規則が示し、州フィー
ルドの基準プロファイルは。１０％の許容偏差と共に州フィールド内の以下の値分布：
　ＭＡ：６％
　ＴＸ：２５％
　ＣＡ：３３％
　ＤＥ：３％
　ＮＹ：１７％
　ＩＬ：１１％
　ＲＩ：４％
　他の任意の値：１％
を示し、図７を見れば分かるように、州フィールドの実際のプロファイルが基準プロファ
イルの１０％の許容偏差に含まれており、従って入力データのデータ品質問題はない。
【００８６】
　図８Ａを参照すると、データ処理システム５０の異常動作の一例では、入力データ５５
が、２０１６年４月２日にbostonshop.comで行われたオンライン購入の記録を含む。この
例では、ファイル６０ｇに記録が送信されていない。データ処理システム５０のオペレー
タはファイル６０ｇが空であることに気付く場合があり、又は空のファイルがダウンスト
リームのデータ処理システムによる更なる処理内で誤りを引き起こす可能性がある。デー
タ処理システム５０のオペレータは、ファイル６０ａ～６０ｈのデータ系列内のアップス
トリームデータ要素の品質を調査することにより、ファイル６０ｇに記録が送信されなか
った根本的原因を追跡することができる。具体的には、入力データ５５はファイル６０ａ
～６０ｈのアップストリームデータ系列に属する。
【００８７】
　図８Ｂも参照すると、品質要素６２は入力データ５５の州フィールドの以下の実際のプ
ロファイルを生成する：
　ＭＡ：６％
　ＴＸ：２５．１％
　ＣＡ：３２．７％
　ＤＥ：２．９％
　ＮＹ：１７．１％
　ＩＬ：１１．１％
　ＲＩ：０％
　他の任意の値：５．１％。
【００８８】
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　入力データ５５の州フィールドのプロファイルと州フィールドの基準プロファイルとの
間の偏差により、入力データ５５は潜在的なデータ品質問題を有するものとして識別され
、潜在的なデータ品質問題を示すために警告フラグが記憶される。オペレータが空のファ
イル６０ｇの根本的原因を追跡するとき、オペレータは潜在的なデータ品質問題が入力デ
ータ５５内に存在したことを容易に認めることができる。例えば、入力データ５５が破損
していたかどうか、アップストリームのデータ処理システム内での入力データ５５のそれ
までの処理が偏差を引き起こしたかどうか、又は別の原因を判定するために、オペレータ
はその知識を使用して偏差の原因を調査することができる。例えば、図８Ｃも参照すると
、この例では実際の入力データ５５の一部を見ることにより、オペレータは、値「ＲＩ」
内の文字が「ＩＲ」と読めるように逆になっており、それらの記録がファイル６０ｇ内で
はなくファイル６０ｈ内に記憶されることを引き起こしていると認識し得る。
【００８９】
　図９Ａを参照すると、データ処理システム５０の異常動作の別の例では、入力データ６
４が、２０１６年４月３日にthebostonshop.comで行われたオンライン購入の記録を含む
。この例では、記録がファイル６０ａのみに送信されており、他のファイル６０ｂ～６０
ｈの何れにも送信されていない。データ処理システム５０のオペレータは、ファイル６０
ｂ～６０ｈが空であることに気付く場合があり、又は空のファイルがダウンストリームの
データ処理システムによる更なる処理内で誤りを引き起こす可能性がある。
【００９０】
　図９Ｂも参照すると、データ処理システムのオペレータは、ファイル６０ａ～６０ｈの
データ系列内のアップストリームデータ要素の品質を調査することにより、記録の全てが
ファイル６０ａに送信された根本的原因を追跡することができる。この例では、品質要素
６２が入力データ６４の州フィールドの以下のプロファイルを生成する：
　ＭＡ：６．１％
　ＴＸ：２５．２％
　ＣＡ：３２．６％
　ＤＥ：２．９％
　ＮＹ：１７．０％
　ＩＬ：１１．１％
　ＲＩ：４．１％
　他の任意の値：１％。
【００９１】
　入力データ６４の州フィールドのプロファイルは州フィールドの基準プロファイルと一
貫性があり、従って潜在的なデータ品質問題は識別されない。次いで、オペレータは、フ
ァイル６０ａ～６０ｈのデータ系列内にある変換要素５２、５４、５６の更新状態を調査
することができる。例えば、オペレータは、入力データ６４を処理する直前に変換要素５
６が更新されたと判定することができ、従って変換要素５６が空のファイル６０ｂ～６０
ｈの根本的原因であり得る。
【００９２】
　図１０Ａを参照すると、ある具体例では、データ処理システム８０が、特定の塔によっ
て扱われる携帯電話の通話に関する通話記録を含む入力データ８６のストリームを処理す
る複数の変換要素８２、８４を含む。入力データ８６の各記録は、電話＿番号フィールド
を含む複数のフィールドを含む。入力データ８６は変換要素８２によってフォーマットさ
れ、その後、電話＿番号フィールド内の値により変換要素８４によってソートされ、待ち
行列８８内に出力され、そこから更なる処理のために第２のデータ処理システム９０内に
供給される。この例では、待ち行列８８から第２のデータ処理システム９０内に供給され
る記録の２５％が処理誤りを引き起こす。データ処理システム８０のオペレータは、待ち
行列８８のデータ系列内のアップストリームデータ要素の品質を調査することにより、こ
れらの処理誤りの根本的原因を追跡することができる。
【００９３】
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　入力データ８６の品質が品質要素９０によって特徴付けられ、フォーマット変換要素８
２から出力されるデータ９４の品質が品質要素９２によって特徴付けられる。品質要素９
０、９２の両方は、電話＿番号フィールド内の値が１０桁の整数であるべきこと、及び記
録の３％超が規則を満たさない場合、潜在的なデータ品質問題を識別すべきことを指定す
るユーザ生成規則を適用する。この例では、品質要素９０は、データ８６内の記録の０．
１％が電話＿番号フィールド内で１１桁の整数を有すると判定する。この記録のパーセン
テージは３％の閾値を下回るため、品質要素９０は入力データ８６のいかなる潜在的なデ
ータ品質問題も識別しない。品質要素９２は、電話＿番号フィールド内に英数字値を有す
るものとしてデータ９４内の記録の２５％を特徴付ける。データ９４の一部の一例を図１
０Ｂに示す。データ９４の潜在的なデータ品質問題を示すために警告フラグが記憶される
。オペレータが処理誤りの根本的原因を追跡するとき、オペレータは、入力データ８６内
のデータ品質問題が識別されていないが、潜在的なデータ品質問題がデータ９４内にある
ことを容易に認めることができる。
【００９４】
　図１１を参照すると、ソースデータセットの品質を決定するためのプロセスの一例では
、ソースデータセットがデータ処理アプリケーション内に受信される（４００）。ソース
データセットのプロファイルが生成され記憶される（４０２）。ソースデータセットに関
する１つ又は複数の規則が取得される（４０４）。ソースデータ又はソースデータのプロ
ファイルが１つ又は複数の規則に従って分析される（４０６）。１つ又は複数の規則がソ
ースデータセットによって満たされない場合（４０８）、潜在的なデータ品質問題を示す
警告がプロファイルデータと共に記憶され、ユーザに伝達され、又はその両方が行われ（
４１０）、起こり得るデータ品質問題を有するデータセットの一覧にソースデータが追加
される。１つ又は複数の規則がソースデータによって満たされる場合（４０８）、ソース
データがデータ処理アプリケーションによって処理される（４１２）。規則によって指定
される閾値又は許容値からの極度の偏差等に関する一部の事例では、ユーザによる介入が
処理の再開を可能にするまで処理が一時停止される。処理中又は処理後、ユーザは、例え
ば、ダウンストリームのデータ品質問題の潜在的な根本的原因を調査するために、記憶さ
れたプロファイルデータにアクセスする権限を与えられる。
【００９５】
　図１２を参照すると、データ処理システム内の基準データの品質をモニタリングするた
めのプロセスの一例では、基準データセットがモニタされる（５００）。基準データセッ
トが更新されると、基準データの新バージョンのプロファイルが生成され記憶される（５
０２）。例えば、プロファイルの生成は、基準データに対する予定された各更新後に行わ
れ得る。基準データセットに関する１つ又は複数の規則が取得される（５０４）。基準デ
ータの新バージョン又は基準データの新バージョンのプロファイルが１つ又は複数の規則
に従って分析される（５０６）。１つ又は複数の規則が基準データの新バージョンによっ
て満たされない場合（５０８）、起こり得るデータ品質問題を示す警告がプロファイルデ
ータと共に記憶され、ユーザに伝達され、又はその両方が行われる（５１０）。１つ又は
複数の規則が基準データの新バージョンによって満たされる場合（５０８）、データ処理
システムによるその後の処理の開始又は続行が許可される（５１２）。規則によって指定
される閾値又は許容値からの極度の偏差等に関する一部の事例では、ユーザによる介入が
処理の開始又は続行を可能にするまで処理が一時停止される。処理中又は処理後、ユーザ
は、例えば、ダウンストリームのデータ品質問題の潜在的な根本的原因を調査するために
、記憶されたプロファイルデータにアクセスする権限を与えられる。
【００９６】
　一部の例では、例えば規則ごとに更新日を決定するために、規則を適用する前に規則が
分析される。規則が限界有効期間よりも古い場合、その規則は適用されない場合があり、
又はその規則を更新する準備が整っている可能性があることをユーザに警告することがで
きる。
【００９７】
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　図１３を参照すると、変換要素に対する更新を分析するためのプロセスの一例では、変
換要素に対する最近の更新の時間が識別される（６００）。例えば、最近の更新のタイム
スタンプをデータリポジトリ内に記憶することができる。変換要素が最近の更新を有さな
い場合（６０２）、変換要素に対する更新が更に分析されることはない（６０４）。最近
の更新は、１０分以内、１時間以内、１日以内、別の時間内等、ある限界時間内の更新と
することができる。変換要素が最近更新された場合（６０２）、任意の処理アーティファ
クトが識別される（６０６）。更新ログとデータリポジトリ内に記憶された最近の更新の
タイムスタンプとの間の任意の不整合を識別するために、変換要素に関連する更新ログが
点検される（６０８）。変換要素の更新中に取り込まれている可能性がある任意の潜在的
な誤りの指示のために、変換要素に関連するチェックサム又は他のシステムデータが点検
される（６１０）。潜在的な問題が識別されない場合（６１２）、システムによる処理の
開始又は続行が許可される（６１４）。１つ又は複数の潜在的な問題が識別される場合（
６１２）、変換要素の潜在的な問題を示す警告がデータリポジトリ内に記憶され、ユーザ
に伝達され、又はその両方が行われる（６１６）。データ処理システムによる処理は、開
始すること若しくは続行することを認められてもよく、又はユーザによる介入が処理の開
始又は続行を可能にするまで一時停止してもよい。
【００９８】
　図１４は、プロセスの一例のフローチャートである。データ処理システムによって生成
される出力データセットを示す情報が受信される（７００）。出力データセットに関係す
るデータ系列情報に基づき、出力データセットが依拠する１つ又は複数のアップストリー
ムデータセットが識別される（７０２）。データ系列情報は、出力データセットが依拠す
る１つ又は複数のデータセット、出力データセットに依拠する１つ又は複数のデータセッ
ト、又はその両方を示す。１つ又は複数のデータセットの何れが誤り又は起こり得る誤り
を有するかを判定することを含め、データセットの部分集合を識別するために出力データ
セットが依拠する識別されたアップストリームデータセットのそれぞれを分析する（７０
４）。特定のアップストリームデータセットごとに、特定のアップストリームデータセッ
トのプロファイルと特定のアップストリームデータセットに関する基準プロファイルとの
間の許容偏差を示す第１の規則が適用され（７０６）、特定のアップストリームデータセ
ット内の１つ又は複数のデータ要素の許容値又は禁止値を示す第２の規則が適用される（
７０８）。一部の例では、第１の規則又は第２の規則のみが適用される。第１の規則、第
２の規則、又はその両方は自動で生成され又はユーザによって指定され得る。第１の規則
、第２の規則、又はその両方を適用した結果に基づき、アップストリームデータセットの
１つ又は複数が部分集合のために選択される（７１０）。アップストリームデータセット
の部分集合に関連する情報が出力される（７１２）。
【００９９】
　図１５は、プロセスの一例のフローチャートである。データ処理システムのダウンスト
リームデータセットのデータ要素内の誤り又は起こり得る誤りが、例えば自動で又はユー
ザ入力に基づいて識別される（９００）。ダウンストリームデータセットに関係するデー
タ系列情報に基づき、データ要素に影響を及ぼす１つ又は複数のアップストリームデータ
セットが自動で識別される（９０２）。識別されたアップストリームデータセットのそれ
ぞれの現在のプロファイル及び基準プロファイルを分析することを含め、何れのアップス
トリームデータセットが誤りを有するか又は誤りを有する可能性が高いかを判定する（９
０４）。例えば、各アップストリームデータセットは、現在のプロファイルのそれぞれに
１つ又は複数の規則を適用することによって分析され得る。規則は、特定のアップストリ
ームデータセットの現在のプロファイルと特定のアップストリームデータセットの対応す
る基準プロファイルとの間の許容偏差を示し得る。規則は、特定のアップストリームデー
タセット内のデータ要素に関する許容値を示し得る。誤りを有するか又は誤りを有する可
能性が高いアップストリームデータセットのそれぞれに関連する情報が出力される（９０
６）。
【０１００】
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　本明細書に記載のデータ品質をモニタし追跡するための技法は、コンピュータ技術に基
づいており、コンピュータによって実装されるプロセスの実行中に生じる問題に対処する
ために使用することができる。例えば、本明細書に記載のモニタリング及び追跡のための
技法を使用し、コンピュータによって実装されるデータ処理システムによるデータセット
の処理がモニタされ、より効率的、効果的、又は正確にされ得る。加えて、本明細書に記
載の技法は、システム管理者等のユーザがデータ処理システムの動作を管理することを補
助するために適用され得る。
【０１０１】
　図１６は、モニタリング及び追跡のための技法が使用され得るデータ処理システム１０
００の一例を示す。システム１０００はデータソース１００２を含み、データソース１０
０２は、そのそれぞれが様々なフォーマット（例えば、データベーステーブル、スプレッ
ドシートファイル、フラットテキストファイル、又はメインフレームコンピュータによっ
て使用されるネイティブフォーマット）の何れかによってデータを記憶し又は提供するこ
とができる、記憶装置又はオンラインデータストリームへの接続等の１つ又は複数のデー
タソースを含み得る。データは、ロジスティックデータ、分析データ、又はマシンデータ
とすることができる。実行環境１００４は、前処理モジュール１００６及び実行モジュー
ル１０１２を含む。実行環境１００４は、例えばＵＮＩＸオペレーティングシステムのバ
ージョン等の適切なオペレーティングシステムの制御下で１つ又は複数の汎用コンピュー
タ上にホストされ得る。例えば、実行環境１００４は、ローカルである（例えば、対称型
マルチプロセッシング（ＳＭＰ）コンピュータ等のマルチプロセッサシステム）若しくは
ローカル分散された（例えば、クラスタとして結合される複数のプロセッサ若しくは超並
列処理（ＭＰＰ）システム、又は遠隔である若しくは遠隔分散された（例えば、ローカル
エリアネットワーク（ＬＡＮ）及び／又は広域ネットワーク（ＷＡＮ）によって結合され
る複数のプロセッサ）、又はその任意の組合せである、複数の中央処理装置（ＣＰＵ）又
はプロセッサコアを使用するコンピュータシステムの構成を含むマルチノード並列計算環
境を含み得る。
【０１０２】
　データソース１００２を提供する記憶装置は、例えば実行環境１００４をホストするコ
ンピュータに接続される記憶媒体（例えば、ハードドライブ１００８）上に記憶され実行
環境１００４にとってローカルである場合があり、又は例えば実行環境１００４をホスト
するコンピュータと（例えばクラウドコンピューティングインフラによって提供される）
遠隔接続上で通信する遠隔システム（例えば、メインフレームコンピュータ１０１０）上
にホストされ実行環境１００４にとって遠隔的である場合もある。
【０１０３】
　前処理モジュール１００６は、データソース１００２からデータを読み取り、実行用の
データ処理アプリケーションを作成する。例えば、前処理モジュール１００６はデータ処
理アプリケーションをコンパイルし、実行環境１００４にとってアクセス可能なデータ記
憶システム１０１６との間でコンパイルされたデータ処理アプリケーションを記憶及び／
又はロードし、実行用のデータ処理アプリケーションを作成するための他のタスクを実行
することができる。
【０１０４】
　実行モジュール１０１２は、前処理モジュール１００６によって作成されたデータ処理
アプリケーションを実行してデータセットを処理し、その処理から生じる出力データ１０
１４を生成する。出力データ１０１４はデータソース１００２内に再び記憶することがで
き、実行環境１００４にとってアクセス可能なデータ記憶システム１０１６内に記憶する
ことができ、又は他の方法で使用され得る。データ記憶システム１０１６は、実行モジュ
ール１０１２によって実行されるデータ処理アプリケーションを開発者１０２０が設計し
編集することができる開発環境１０１８にとってもアクセス可能である。一部の実装形態
では、開発環境１０１８は頂点間の（作業要素、即ちデータのフローを表す）有向辺によ
ってつながれる（データ処理コンポーネント又はデータセットを表す）頂点を含むデータ
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フローグラフとしてアプリケーションを開発するためのシステムである。例えば、かかる
環境は、参照により本明細書に援用する「Managing Parameters for Graph-Based Applic
ations」という名称の米国特許出願公開第２００７／００１１６６８号でより詳細に説明
されている。かかるグラフベースの計算を実行するためのシステムは、参照によりその全
内容を本明細書に援用する「EXECUTING COMPUTATIONS EXPRESSED AS GRAPHS」という名称
の米国特許第５，９６６，０７２号で説明されている。このシステムに従って作成される
データフローグラフは、グラフコンポーネントによって表わされる個々のプロセスの内外
に情報を出し入れするための、プロセス間で情報を移動させるための、及びプロセスの実
行順序を定めるための方法を提供する。このシステムは、使用可能な任意の方法からプロ
セス間通信方法を選択するアルゴリズムを含む（例えば、グラフのリンクによる通信経路
は、プロセス間でデータを渡すためにＴＣＰ／ＩＰ又はＵＮＩＸドメインソケットを使用
することができ、又は共用メモリを使用する）。
【０１０５】
　前処理モジュール１００６は、様々な形式のデータベースシステムを含むデータソース
１００２を具体化し得る様々な種類のシステムからデータを受信することができる。デー
タは、場合によりヌル値を含むそれぞれのフィールド（「属性」又は「カラム」とも呼ば
れる）のための値を有する記録として編成され得る。データソースからデータを最初に読
み取るとき、前処理モジュール１００６は、典型的には、そのデータソース内の記録に関
する何らかの初期フォーマット情報から始める。一部の状況では、データソースの記録構
造が最初に分かっていない場合があり、代わりにデータソース又はデータの分析後に決定
され得る。記録に関する初期情報は、例えば個別値を表すビット数、記録内のフィールド
の順序、及びビットによって表される値の種類（例えば、文字列、符号付き／符号なし整
数）を含み得る。
【０１０６】
　上記のモニタリング及び追跡の手法は、適切なソフトウェアを実行する計算システムを
使用して実装され得る。例えば、ソフトウェアは、１つ又は複数のプログラムされた又は
プログラム可能な計算システム（分散、クライアント／サーバ、グリッド等の様々なアー
キテクチャのものとすることができる）上で実行される１つ又は複数のコンピュータプロ
グラム内の手続きを含むことができ、かかる計算システムは、少なくとも１個のプロセッ
サ、少なくとも１つのデータ記憶システム（揮発性及び／又は不揮発性のメモリ及び／又
は記憶素子を含む）、（少なくとも１つの入力装置又はポートを使用して入力を受け付け
るための、及び少なくとも１つの出力装置又はポートを使用して出力を与えるための）少
なくとも１つのユーザインタフェースをそれぞれ含む。ソフトウェアは、例えばグラフの
設計、構成、及び実行に関係するサービスを提供するより大きいプログラムの１つ又は複
数のモジュールを含み得る。プログラムのモジュール（例えば、グラフの要素）は、デー
タリポジトリ内に記憶されるデータモデルに適合するデータ構造又は他の編成されたデー
タとして実装され得る。
【０１０７】
　ソフトウェアは、（例えば、汎用又は専用の計算システム又は装置によって読取可能な
）ＣＤ－ＲＯＭ又は他のコンピュータ可読媒体等の有形の非一時的媒体上に与えることが
でき、又はソフトウェアの実行場所である計算システムの有形の非一時的媒体にネットワ
ークの通信媒体上で運ぶ（例えば、伝搬信号内に符号化する）ことができる。処理の一部
又は全てを専用コンピュータ上で、又はコプロセッサ、書替え可能ゲートアレイ（ＦＰＧ
Ａ）、専用の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）等の専用ハードウェアを使用して実行す
ることができる。処理は、ソフトウェアによって指定される計算の様々な部分が異なる計
算要素によって実行される分散方式で実装されてもよい。そのような各コンピュータプロ
グラムは、本明細書に記載の処理を実行するために記憶装置媒体がコンピュータによって
読み取られるとき、コンピュータを構成し操作するために、好ましくは汎用又は専用のプ
ログラム可能コンピュータによってアクセス可能な記憶装置のコンピュータ可読記憶媒体
（例えば、ソリッドステートメモリ若しくは媒体、又は磁気若しくは光学媒体）上に記憶
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され又はかかるコンピュータ可読記憶媒体にダウンロードされる。本発明のシステムは、
コンピュータプログラムで構成される有形の非一時的媒体として実装されると考えること
もでき、そのように構成される媒体は、本明細書に記載の処理ステップの１つ又は複数を
実行するためにコンピュータを特定の且つ既定の方法で動作させる。
【０１０８】
　本発明の幾つかの実施形態について説明してきた。それでもなお、上記の説明は、添付
の特許請求の範囲によって定める本発明の範囲を限定するのではなく、例示を目的とする
ことを理解すべきである。従って、他の実施形態も添付の特許請求の範囲に含まれる。例
えば、本発明の範囲から逸脱することなく様々な修正形態がなされ得る。加えて、上記の
ステップの一部は順序に左右されない場合があり、従って記載したのと異なる順序で実行
することができる。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図８Ｃ】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】 【図１０Ａ】
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【図１０Ｂ】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】



(34) JP 2020-161147 A 2020.10.1

【手続補正書】
【提出日】令和2年6月12日(2020.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データセットのフィールドについてのデータ品質規則を決定するためのコンピュータ実
装方法であって、
　前記データセットを分析することであって、前記データセットのフィールドについての
基準プロファイルを決定することを含む、ことと、
　決定された前記基準プロファイルに基づいて、前記データセットの前記フィールドにつ
いてのデータ品質規則を決定することであって、前記データセットの前記フィールドにつ
いてのデータ品質規則は、
　（ｉ）前記フィールドについての前記基準プロファイルと、前記データセットの一つ以
上のデータ記録の前記フィールドについてのプロファイルとの間の許容偏差
　（ｉｉ）前記データセットのデータ記録の前記フィールドのデータ要素についての許容
値、又は
　（ｉｉｉ）前記データセットのデータ記録の前記フィールドのデータ要素についての禁
止値の一つ以上を示す、ことと、
　を含むコンピュータ実装方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記データセットを分析することは、前記データセッ
トの一つ以上の履歴インスタンスを分析することを含む、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、前記フィールドについての前記基準プロファイルを決
定することは、前記フィールドについての履歴平均プロファイルを決定することを含む、
方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法であって、前記データセットを分析することは、前記フィールド
のデータ要素についての前記履歴平均プロファイルの変動が閾値量より少なく変動するま
で前記データセットの複数の特定のインスタンスを分析することを含む、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、前記フィールドについての前記基準プロファイルを決
定することは、前記フィールドのデータ要素についての履歴平均値を識別することを含む
、方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、前記フィールドについての前記基準プロファイルを決
定することは、前記フィールドのデータ要素についての標準偏差値を識別することを含む
、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、前記フィールドについての前記基準プロファイルを決
定することは、前記フィールドのデータ要素についての個別値の数を識別することを含む
、方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、前記データセットを分析することは、前記データセッ
トの予め定められた数の特定のインスタンスを分析することを含む、方法。
【請求項９】
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　請求項１に記載の方法であって、機械学習技術を用いて、前記データセットを分析する
ことを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、前記データ品質規則を前記データセットの特定のイン
スタンスの前記一つ以上のデータ記録に適用することを含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法であって、前記データ品質規則を前記データセットの前記特定
のインスタンスに適用することは、前記データセットの前記特定のインスタンスが誤り又
は起こり得る誤りを有するものと判定することを含む、方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法であって、前記データセットの前記特定のインスタンスが誤り
又は起こり得る誤りを有するものと判定することは、
　前記フィールドについての前記基準プロファイルと、前記データセットの特定のインス
タンスの一つ以上のデータ記録の前記フィールドについてのプロファイルとの間の偏差を
判定することと、
　前記基準プロファイルと前記プロファイルとの間の前記偏差が前記許容偏差を超えるも
のと判定することと
　を含む、方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の方法であって、前記データセットの前記特定のインスタンスが誤り
又は起こり得る誤りを有するものと判定することは、前記許容値又は前記禁止を満たさな
い前記データセットの前記特定のインスタンスの一つ以上のデータ記録のフィールドのデ
ータ要素を識別することを含む、方法。
【請求項１４】
　データセットのフィールドについてのデータ品質規則を決定することを計算システムに
行わせる命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、前記計算
システムに、
　前記データセットを分析することであって、前記データセットのフィールドについての
基準プロファイルを決定することを含む、ことと、
　決定された前記基準プロファイルに基づいて、前記データセットの前記フィールドにつ
いてのデータ品質規則を決定することであって、前記データセットの前記フィールドにつ
いてのデータ品質規則は、
　（ｉ）前記フィールドについての前記基準プロファイルと、前記データセットの一つ以
上のデータ記録の前記フィールドについてのプロファイルとの間の許容偏差
　（ｉｉ）前記データセットのデータ記録の前記フィールドのデータ要素についての許容
値、又は
　（ｉｉｉ）前記データセットのデータ記録の前記フィールドのデータ要素についての禁
止値の一つ以上を示す、ことと、
　を行わせる、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記データセットを分析
することは、前記データセットの一つ以上の履歴インスタンスを分析することを含む、非
一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記フィールドについて
の前記基準プロファイルを決定することは、前記フィールドについての履歴平均プロファ
イルを決定することを含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記データセットを分析
することは、前記フィールドのデータ要素についての前記履歴平均プロファイルの変動が
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閾値量より少なく変動するまで前記データセットの複数の特定のインスタンスを分析する
ことを含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１８】
　請求項１４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記フィールドについて
の前記基準プロファイルを決定することは、前記フィールドのデータ要素についての履歴
平均値を識別することを含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１９】
　請求項１４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記フィールドについて
の前記基準プロファイルを決定することは、前記フィールドのデータ要素についての標準
偏差値を識別することを含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２０】
　請求項１４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記フィールドについて
の前記基準プロファイルを決定することは、前記フィールドのデータ要素についての個別
値の数を識別することを含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２１】
　請求項１４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記データセットを分析
することは、前記データセットの予め定められた数の特定のインスタンスを分析すること
を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２２】
　請求項１４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、前記計算シ
ステムに、機械学習技術を用いて、前記データセットを分析させる、非一時的コンピュー
タ可読媒体。
【請求項２３】
　請求項１４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、前記計算シ
ステムに、前記データ品質規則を前記データセットの特定のインスタンスの前記一つ以上
のデータ記録に適用させる、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記データ品質規則を前
記データセットの前記特定のインスタンスに適用することは、前記データセットの前記特
定のインスタンスが誤り又は起こり得る誤りを有するものと判定することを含む、非一時
的コンピュータ可読媒体。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記データセットの前記
特定のインスタンスが誤り又は起こり得る誤りを有するものと判定することは、
　前記フィールドについての前記基準プロファイルと、前記データセットの特定のインス
タンスの一つ以上のデータ記録の前記フィールドについてのプロファイルとの間の偏差を
判定することと、
　前記基準プロファイルと前記プロファイルとの間の前記偏差が前記許容偏差を超えるも
のと判定することと
　を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２６】
　請求項２４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記データセットの前記
特定のインスタンスが誤り又は起こり得る誤りを有するものと判定することは、前記許容
値又は前記禁止を満たさない前記データセットの前記特定のインスタンスの一つ以上のデ
ータ記録のフィールドのデータ要素を識別することを含む、非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項２７】
　データセットのフィールドについてのデータ品質規則を決定するための計算システムで
あって、
　メモリに結合されている一つ以上のプロセッサであって、前記一つ以上のプロセッサ及
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び前記メモリは、
　前記データセットを分析することであって、前記データセットのフィールドについての
基準プロファイルを決定することを含む、ことと、
　決定された前記基準プロファイルに基づいて、前記データセットの前記フィールドにつ
いてのデータ品質規則を決定することであって、前記データセットの前記フィールドにつ
いてのデータ品質規則は、
　（ｉ）前記フィールドについての前記基準プロファイルと、前記データセットの一つ以
上のデータ記録の前記フィールドについてのプロファイルとの間の許容偏差
　（ｉｉ）前記データセットのデータ記録の前記フィールドのデータ要素についての許容
値、又は
　（ｉｉｉ）前記データセットのデータ記録の前記フィールドのデータ要素についての禁
止値の一つ以上を示す、ことと、
　を行うように構成されている、計算システム。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の計算システムであって、前記データセットを分析することは、前記
データセットの一つ以上の履歴インスタンスを分析することを含む、計算システム。
【請求項２９】
　請求項２７に記載の計算システムであって、前記フィールドについての前記基準プロフ
ァイルを決定することは、前記フィールドについての履歴平均プロファイルを決定するこ
とを含む、計算システム。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の計算システムであって、前記データセットを分析することは、前記
フィールドのデータ要素についての前記履歴平均プロファイルの変動が閾値量より少なく
変動するまで前記データセットの複数の特定のインスタンスを分析することを含む、計算
システム。
【請求項３１】
　請求項２７に記載の計算システムであって、前記フィールドについての前記基準プロフ
ァイルを決定することは、前記フィールドのデータ要素についての履歴平均値を識別する
ことを含む、計算システム。
【請求項３２】
　請求項２７に記載の計算システムであって、前記フィールドについての前記基準プロフ
ァイルを決定することは、前記フィールドのデータ要素についての標準偏差値を識別する
ことを含む、計算システム。
【請求項３３】
　請求項２７に記載の計算システムであって、前記フィールドについての前記基準プロフ
ァイルを決定することは、前記フィールドのデータ要素についての個別値の数を識別する
ことを含む、計算システム。
【請求項３４】
　請求項２７に記載の計算システムであって、前記データセットを分析することは、前記
データセットの予め定められた数の特定のインスタンスを分析することを含む、計算シス
テム。
【請求項３５】
　請求項２７に記載の計算システムであって、前記一つ以上のプロセッサ及び前記メモリ
は、機械学習技術を用いて、前記データセットを分析するように構成されている、計算シ
ステム。
【請求項３６】
　請求項２７に記載の計算システムであって、前記一つ以上のプロセッサ及び前記メモリ
は、前記データ品質規則を前記データセットの特定のインスタンスの前記一つ以上のデー
タ記録に適用するように構成されている、計算システム。
【請求項３７】
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　請求項３６に記載の計算システムであって、前記データ品質規則を前記データセットの
前記特定のインスタンスに適用することは、前記データセットの前記特定のインスタンス
が誤り又は起こり得る誤りを有するものと判定することを含む、計算システム。
【請求項３８】
　請求項３７に記載の計算システムであって、前記データセットの前記特定のインスタン
スが誤り又は起こり得る誤りを有するものと判定することは、
　前記フィールドについての前記基準プロファイルと、前記データセットの特定のインス
タンスの一つ以上のデータ記録の前記フィールドについてのプロファイルとの間の偏差を
判定することと、
　前記基準プロファイルと前記プロファイルとの間の前記偏差が前記許容偏差を超えるも
のと判定することと
　を含む、計算システム。
【請求項３９】
　請求項３７に記載の計算システムであって、前記データセットの前記特定のインスタン
スが誤り又は起こり得る誤りを有するものと判定することは、前記許容値又は前記禁止を
満たさない前記データセットの前記特定のインスタンスの一つ以上のデータ記録のフィー
ルドのデータ要素を識別することを含む、計算システム。
【請求項４０】
　データセットのフィールドについてのデータ品質規則を決定するための計算システムで
あって、
　前記データセットを分析する手段であって、前記データセットのフィールドについての
基準プロファイルを決定することを含む、手段と、
　決定された前記基準プロファイルに基づいて、前記データセットの前記フィールドにつ
いてのデータ品質規則を決定する手段であって、前記データセットの前記フィールドにつ
いてのデータ品質規則は、
　（ｉ）前記フィールドについての前記基準プロファイルと、前記データセットの一つ以
上のデータ記録の前記フィールドについてのプロファイルとの間の許容偏差
　（ｉｉ）前記データセットのデータ記録の前記フィールドのデータ要素についての許容
値、又は
　（ｉｉｉ）前記データセットのデータ記録の前記フィールドのデータ要素についての禁
止値の一つ以上を示す、手段と、
　を備える、計算システム。
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